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 綾部市ＵＩターン者定住支援住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

 

令和４年１０月１７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第２６号 

 

綾部市ＵＩターン者定住支援住宅の設置及び管理に関する条例の 

一部を改正する条例 

 

 綾部市ＵＩターン者定住支援住宅の設置及び管理に関する条例（平成２３年綾部市条例

第２号）の一部を次のように改正する。 

 別表１鍛治屋定住支援住宅の項を削る。  
別表２鍛治屋定住支援住宅の項を削る。  

 
   附 則  
 この条例は、令和４年１１月１日から施行する。  

条　例

1



あやべ山の家の設置及び管理に関する条例を廃止する条例をここに公布する。 

 

令和４年１０月１７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第２７号 

 

あやべ山の家の設置及び管理に関する条例を廃止する条例 

 

あやべ山の家の設置及び管理に関する条例（平成２５年綾部市条例第３号）は、廃止する。 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年１月１日から施行する。 

条　例

2



 ふるさと味あやべ工房の設置及び管理に関する条例を廃止する条例をここに公布する。 

 

  令和４年１０月１７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第２８号 

 

ふるさと味あやべ工房の設置及び管理に関する条例を廃止する条例 

 

 ふるさと味あやべ工房の設置及び管理に関する条例（平成２年綾部市条例第１３号）は、

廃止する。 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年１月１日から施行する。 

条　例

3



あやべ山の家の管理及び運営規則を廃止する規則をここに公布する。 

 

令和４年１０月１７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市規則第３８号 

 

あやべ山の家の管理及び運営規則を廃止する規則 

 

あやべ山の家の管理及び運営規則（平成２５年綾部市規則第２号）は、廃止する。 

 

附 則 

この規則は、令和５年１月１日から施行する。 

 

規　則

4



ふるさと味あやべ工房の管理及び運営規則を廃止する規則をここに公布する。 

 

  令和４年１０月１７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市規則第３９号 

 

ふるさと味あやべ工房の管理及び運営規則を廃止する規則 

 

 ふるさと味あやべ工房の管理及び運営規則（平成２年綾部市規則第１３号）は、廃止す

る。  

 

   附 則 

 この規則は、令和５年１月１日から施行する。 

規　則

5



綾部市告示第１９４号 
 

綾部市国民健康保険被保険者証の無効について 
 
 綾部市国民健康保険条例施行規則（平成８年綾部市規則第１５号）第２０条の規定に基づ

き、次の綾部市国民健康保険被保険者証は無効とする。 
 
 
  令和４年１０月１２日 
                          綾部市長 山 崎 善 也 
 
 
証交付年月日 証記号・番号 生年月日 
令和４年 ４月 １日 綾０７０１－４１０１１ 昭和６３年 ２月 ３日 

 

告　示
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綾部市告示第１９５号 

 

 綾部市不妊治療費等助成事業実施要綱（平成１５年綾部市告示第７７号）の一部を次の

ように改正する。 

 

  令和４年１０月１３日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

 

 第４条中「一般不妊治療医療機関証明書（様式第２号）又は不育治療等医療機関証明書

（様式第２号の２）」を「、実施された治療に応じて、不妊治療医療機関証明書（様式第

２号）、不育治療等医療機関証明書（様式第２号の２）又は先進医療等医療機関証明書（様

式第２号の３）」に改める。 

 別表第２中「人工授精」を「先進医療（厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療

養並びに施設基準（平成２０年厚生労働省告示第１２９号。以下「国告示」という。）第

１の１に規定する先進医療であって、国告示第１の２に規定する厚生労働大臣が認めた病

院又は診療所で行うものをいう。以下同じ。）」に改め、「いずれも療養の給付の対象

となるものに限る」の次に「。以下同じ」を加える。 

様式第１号から様式第２号の２までを次のように改める。 

告　示
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様式第１号（第４条関係）  
年  月  日  

綾 部 市 長 様 

 

申請者                

住  所              

氏  名              

電話番号              

 

綾部市不妊治療費等助成金交付申請書 

 

 不妊治療費等助成金の交付を受けたいので、綾部市不妊治療費等助成事業実施要綱第４

条の規定に基づき、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

記 

申 請 の 種 類 

以下のいずれかにチェックしてください。 

□ 一般不妊治療・人工授精 □ 不育治療等 □ 体外受精       

□ 顕微授精    □ 男性不妊治療      □ 先進医療等(保険適用外) 

交 付 申 請 額                       円 

受 療 者 本 人 

住 所 
（〒   －    ） 

 

氏 名  住民となった日 年 月 日 

加入医 

療保険 

種

別 

国保・健保・船員 

共済・その他 

保険者 

番号 
 

区 

分 
本人・被扶養者 

配 偶 者 
住 所 

（受療者と異なる場合のみ記載） 

氏 名  住民となった日  年 月 日 

過去の助成金 

受 給 の 有 無 

１ 有 

２ 無 

「有」の場合 

過去に助成を 

受けた自治体 

及び助成額 

自治体 時 期 助成額（円） 

    年  月  

    年  月  

    年  月  

○ 添付書類（該当する治療の証明書） 

・不妊治療医療機関証明書（様式第２号） 

・不育治療等医療機関証明書（様式第２号の２） 

・先進医療等医療機関証明書（様式第２号の３） 

※ 保険薬局で投薬を受けた方は、医療機関の証明書とは別に薬局からの証明書を提出してく

ださい。 

※ 事実婚の場合は、夫婦であることを証明できる書類を提出してください（事実婚に関する

申立書等）。 

○ 医療機関の証明書等報告内容を京都府へ報告を行うことに関する説明書 

この助成金は、限られた公費予算から支出を行っています。また、京都府からの補助金の

交付を受け実施しており、公費の支出を検証するために必要な事項を京都府に対し報告しま

す。なお、情報の取扱いには十分留意し、プライバシーは厳守します。 

○ 同意欄 

本申請の審査に必要な範囲で、住民基本台帳等に関する公簿を閲覧し、調査することに同

意します。 
氏 名              ㊞   

告　示
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様式第２号（第４条関係） 

年  月  日  

 

綾 部 市 長 様 

医療機関                 

所 在 地                

名  称                

代 表 者           ㊞    

電話番号                

 

不妊治療医療機関証明書 

 

 下記のとおり不妊治療を実施し、本人負担額を領収したことを証明します。 

 

記  
 

（ふりがな） 

受療者氏名 
 生年月日   年 月 日 

（ふりがな） 

配偶者氏名 
 生年月日   年 月 日 

病     名 
(不妊症の原因疾患名) 

 不妊治療開始年月日   年 月 日 

 年度における診療期間 年  月  日 から    年  月  日 まで 

保険診療に要した総点数 点 保険診療分の本人負担額 円 

本 

人 

負 

担 

等 

の 

内 

訳 

保険診療分 
先進医療の本人負担額 

区分 診療点数 負担金額 

年  月分 点 円 円 

年  月分    

年  月分    

年  月分    

年  月分    

年  月分    

年  月分    

年  月分    

年  月分    

年  月分    

不妊治療の内容 

□ タイミング療法（不妊相談） 

□ 排卵誘発法（内服・注射） 

□ 腹腔鏡手術 □ その他の手術（       ） 

□ 人工授精  □ 検査（治療の一環によるものに限る。） 

□ その他（                   ） 

□  体外受精   □ 顕微授精   □ 男性不妊治療 

□  先進医療 

妊娠の有無 
□ 有    □ 無    □ 治療継続中  □ 未確認 

[薬局の場合は、記載不要です。] 

特記事項  

※ 院外処方がある場合は、医療機関と薬局それぞれに証明書を作成してください。 

告　示
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様式第２号の２（第４条関係） 

年  月  日  

 

綾 部 市 長  様 

 

医療機関                 

所 在 地                

名  称                

代 表 者           ㊞    

電話番号                

 

不育治療等医療機関証明書 

 

下記のとおり不育治療等を実施し、本人負担額を領収したことを証明します。 

記 

受療者氏名  生年月日   年  月  日 

配偶者氏名  生年月日   年  月  日 

病   名   治療開始年月日   年  月  日 

今 回 の 診 療 期 間 

及 び 治 療 等 の 状 況 

年  月  日 から   年  月  日 まで 

□ 終了      □ 治療継続中 

保 険 診 療 に 

要した総点数 
点 

保険診療分の 

本 人 負 担 額 
円 

本 

人 

負 

担 

等 

の 

内 

訳 

保険診療分 
備     考 

区分 診療点数 負担金額 

 

年  月分 

点 円  

 

年  月分    

年  月分    

年  月分    

年  月分    

年  月分    

年  月分    

年  月分    

年  月分    

年  月分    

検 査 の 内 容 

（保険適用のみ） 

□ 免疫異常 

□ 内分泌異常 

□ 夫婦染色体異常 

□ 子宮異常 

□ その他（  ） 

治 療 の 内 容 

（保険適用のみ） 

□ 手術（     ） 

□ 投薬（ヘパリン注射以外） 

（薬剤名：     ） 

□ ヘパリン注射 

□ その他（    ） 

妊 娠 の 有 無 
□ 有    □ 無    □ 治療継続中    □ 未確認 

[薬局の場合は、記載不要です。] 

特 記 事 項  

注１ 食事代、入院費は、助成の対象となりません。 

注２ 診療日の翌日から１年以内の申請が必要です。検査から治療終了までの期間が１年を超える場合

は、数回に分けて証明してください。 

注３ 院外処方がある場合は、医療機関と薬局それぞれに証明書を作成してください。 

告　示
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 様式第２号の２の次に次の１様式を加える。

告　示
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様式第２号の３（第４条関係） 

年  月  日  

 

綾 部 市 長  様 

医療機関                 

所 在 地                

名  称                

代 表 者           ㊞    

電話番号                

 

先進医療等医療機関証明書 

 

下記のとおり先進医療を実施し、本人負担額を領収したことを証明します。 

 

記 

 

受 療 者 氏 名  生年月日   年  月  日 

配 偶 者 氏 名  生年月日   年  月  日 

病 名  

手 術 日     年  月  日 

本 人 負 担 (領 収 )額           円 

内 容 

□ 子宮内膜刺激術 

□ タイムラプス撮影法による受精卵・胚培養 

□ 子宮内膜擦過術 

□ ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術 

□ 子宮内膜受容能検査 

□ 子宮内膜菌叢検査 

□ その他＜                    ＞ 

生殖補助医療を実施 

する医療機関名 
 

特 記 事 項  

 

告　示
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 様式第３号中 

「対 象 期 間     年  月分から   年  月分まで」を  
「対 象 期 間     年  月  日分から   年  月  日分まで」に改める。  
 

   附 則 

１ この告示は、令和４年１０月１３日から施行する。 

２ この告示による改正後の綾部市不妊治療費等助成事業実施要綱の規定は、令和４年４

月１日以後の治療から適用し、同日前の治療については、なお従前の例による。 
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綾部市告示第１９６号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づき、令和４年９

月綾部市議会定例会において議決を経た予算の要領を次のとおり公表する。 

 

  令和４年１０月１７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

１ 令和４年度綾部市一般会計補正予算（第５号） 

２ 令和４年度綾部市農林業者労働災害共済特別会計補正予算（第１号） 

３ 令和４年度綾部市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

４ 令和４年度綾部市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

５ 令和４年度綾部市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 

 

  （以下掲示済） 
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綾部市告示第１９７号 

 

 綾部市障害児通学支援事業実施要綱を次のように定める。 

 

  令和４年１０月１７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

綾部市障害児通学支援事業実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、聴覚に障害があることにより京都府立聾学校舞鶴分校（以下「学校」

という。）へ通学する児童（以下「児童」という。）に対して、支援員（児童の通学の

支援を行う者をいう。以下同じ。）を派遣して通学の支援を行うことにより、保護者の

負担軽減及び児童の通学の安全を確保するとともに、児童の自力での通学を促すことを

目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において通学支援事業（以下「事業」という。）とは、支援員が児童の

居住地の最寄り駅から学校までの間において、児童に同行して鉄道及び徒歩による通学

に係る移動の支援を行うものとする。 

 （対象児童） 

第３条 事業の対象となる児童（以下「対象児童」という。）は、本市に居住し、学校に

通学する者であって、聴覚に係る障害の専門家等専門知識を有する者により、通学時に

支援が必要であると認められる児童とする。 

 （利用の申請） 

第４条 事業を利用（利用の決定を受けた場合の利用回数の変更を含む。）しようとする

児童の保護者（以下「申請者」という。）は、綾部市通学支援事業利用登録（変更）申

請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

 （利用の決定等） 

第５条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、利用の適否を決定し、

綾部市通学支援事業利用登録（変更）決定（却下）通知書（様式第２号）により当該申

請者に通知するものとする。 

 （登録証の交付） 

第６条 市長は、利用登録の決定をしたときは、申請者に対し綾部市通学支援事業利用登

録証（様式第３号。以下「登録証」という。）を交付するものとする。 

２ 前項の登録証の有効期限は、交付の日から１年を超えない範囲で市長が定めるものと

する。 

 （異動事項の届出） 

第７条 前２条の規定により事業の利用登録を受けた者（以下「利用者」という。）は、
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第４条の規定により提出した申請書の内容に異動（利用回数の変更を除く。）が生じた

ときは、市長に届け出なければならない。 

 （利用の中止）  

第８条 利用者は、事業の利用を中止しようとするとき又は児童が対象児童に該当しなく

なったときは、直ちにその旨を綾部市通学支援事業利用中止届（様式第４号）により市

長に届け出なければならない。 

 （決定の取消し等） 

第９条 市長は、事業を継続して利用する理由がなくなったときその他事業の利用が適当

でないと認めるときは、利用の決定を取り消し、又は利用を中止することができる。 

 （事業の委託） 

第１０条 市長は、利用登録、登録の決定及び登録証の交付に関する業務を除き、社会福

祉法人等に委託して行わせるものとする。 

 （派遣の申し出） 

第１１条 利用者は、事業を利用しようとするときは、あらかじめ市が事業を委託した社

会福祉法人等に支援員派遣の日時等について申し出なければならない。 

２ 利用者は、事業の利用に際し、登録証を提示しなければならない。 

 （費用負担） 

第１２条 利用者は事業の実施に係る費用の一部として、別表に定める額を社会福祉法人

等に支払わなければならない。 

２ 対象児童の通学に要する交通費は利用者の負担とする。 

 （責務） 

第１３条 事業の委託を受けた社会福祉法人等及び支援員は、次の事項を遵守しなければ

ならない。 

（１）業務上知り得た個人の秘密を第三者に漏らさないこと。 

（２）常に支援技術と障害に関する知識の向上に努めること。 

 （その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

 

附 則 

 この告示は、令和４年１０月１７日から施行する。 
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別表（第１２条関係） 

事業の一部負担金の額 

 他の事業により支援員の

交通費に係る補助を受け

ない時 

他の事業により支援員の

交通費に係る補助を受け

る時 

生活保護法（昭和２５年法律

第１４４号）による被保護世

帯、又は前年分（申請が４月か

ら６月までの場合にあっては

前々年分）の所得税非課税世

帯 

無料 支援員の交通費相当額 

市町村民税均等割のみ課税世

帯 

事業の実施に係る費用に

１００分の２．５を乗じて

得た額 

事業の実施に係る費用か

ら支援員の交通費相当額

を控除した額に１００分

の２．５を乗じて得た額

に、支援員の交通費相当

額を加えた額 

上記以外の世帯 事業の実施に係る費用に

１００分の５を乗じて得

た額 

事業の実施に係る費用か

ら支援員の交通費相当額

を控除した額に１００分

の５を乗じて得た額に、

支援員の交通費相当額を

加えた額 
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様式第１号（第４条関係） 

（表面） 

年  月  日 

綾部市長  様 

綾部市通学支援事業利用登録（変更）申請書 

 

 次のとおり申請します。 

 

申
請
者 

フリガナ 
 

生年月日 

年  月  日 

氏 名 
             

住 所 

〒 

 

電話番号   － 

フリガナ 
 

生年月日 
年  月  日 

申請に係る児童

氏名 

 

続柄  

身体障害者手帳 
 第       号（  種  級） 

  （障害名                  ） 

療育手帳  第       号（ Ａ ・ Ｂ ） 

精神障害者保健福祉手帳  第       号（  級） 

難病等の疾病名 

 

 

障害福祉サービ

ス等 

サービスの利用    有 ・ 無 

利用中のサービスの種類、内容等  

意思疎通の方法 
会話 ・ 手話 ・ 筆談 ・ 読話 

その他（                  ） 

補聴器等の使用

状況 

人工内耳 ・ 補聴器 

・装用 ： 片耳（ 右 ・ 左 ） 両耳 

利用希望日等 

・回数    回／月     ※登校、下校それぞれ１回換算 

・ 月  火  水  木  金  土  ※登校日に○、希望日に◎ 

・登校時乗車駅（                   ） 

・下校時降車駅（                   ） 

事業利用のために必要があるときは、申請内容を実施社会福祉法人等に提供することに同意しま

す。 

申請者氏名            ㊞  
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（裏面） 

対象者の状況等 

本人の身体状況等： 

 

 

その他の状況： 

 

事業の利用が必要な

理由 

 

世帯状況 

氏名 続柄 生年月日 職業 備考 
   

 
 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 本事業の利用に係る利用者負担額の決定のために、私の所得状況、扶養親族等について、税務

資料その他の公簿等により確認されることに同意します。 

氏名            ㊞  

氏名            ㊞  

氏名            ㊞  

氏名            ㊞  

氏名            ㊞  

氏名            ㊞  

氏名            ㊞  

 

 

届
出
者 

フリガナ 
 

□申請者本人 □申請者本人以外 

氏 名 

 

申請者との関係 

 

住 所 

〒 

 

電話番号    － 
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様式第２号（第５条関係） 

第     号 

年  月  日 

               様 

綾部市長     □印   

 

 

綾部市通学支援事業利用登録（変更）決定（却下）通知書 

 

     年  月  日付けで申請のありました通学支援について、下記のとおり決定をし

ましたので通知します。 

 

記 

 

対
象
者 

フリガナ  
生年月日 年  月  日 

氏  名  

住  所 
〒 

 

フリガナ      

生年月日 年  月  日 対象となる

児童氏名 
 

利用の適否 適  否（理由：                   ） 

利用決定年月日      年  月  日 

利用期間 年  月  日から     年  月  日まで 

利用回数の上限 回／月 

利用者負担額 
一部負担金      円  支援員の交通費相当額     円 

合   計      円 

（注） 利用者負担額は、社会福祉法人等に直接お支払いください。 

 

この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に、綾部市長に対して審査請求をすることができます（なお、決定があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過

すると審査請求をすることができなくなります。）。 

また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定（この決定について上記の審査請求をし

たときは、当該審査請求に対する裁決）があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、綾部市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）提起すること

ができます（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、

決定のあった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することが

できなくなります。）。 
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様式第３号（第６条関係） 

Ｎｏ． 

綾部市通学支援事業利用登録証 

 住  所 

 氏  名 

         年  月  日生   

 有効期間    年  月  日から    年  月  日まで 

                      年  月  日交付 

 

綾部市長          □印    

 

登校時乗車駅  下校時降車駅  
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様式第４号（第８条関係） 

年  月  日 

 

綾部市長  様 

 

申請者 住所 

氏名           

電話 

 

綾部市通学支援事業利用中止届 

 

     年  月  日付で決定を受けた綾部市通学支援事業の中止について、下記のとお

り届け出ます。 

 

記 

 

利
用
決
定
者 

フリガナ  

生年月日 年  月  日 
氏 名  

住  所 

〒 

 

 

フリガナ  

生年月日 年  月  日 

利用決定に係

る児童氏名 
 

続  柄  

利用中止の日    年   月   日 

中止の理由 

□ 市外転出のため 

□ 事業を利用する必要がなくなったため 

□ その他（                ） 
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綾部市告示第１９８号 

 

綾部市社会福祉施設等原油価格高騰対策応援給付金交付要綱を次のように定める。 

 

令和４年１０月１７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市社会福祉施設等原油価格高騰対策応援給付金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、原油価格の高騰の影響を受けながらも介護保険サービス及び障害福

祉サービス等（以下「介護サービス等」という。）の安定的な提供を継続している社会

福祉法人等を応援するため、予算の範囲内において綾部市社会福祉施設等原油価格高騰

対策応援給付金（以下「給付金」という。）を交付することに関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（対象法人） 

第２条 給付金の交付の対象となる法人は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす法人（以

下「対象法人」という。）とする。 

（１）令和４年１１月１日（以下「基準日」という。）時点において、介護保険法（平成

９年法律第１２３号）及び障害者の日常及び社会生活を総合的に応援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）その他の関係法令に規定される別表に掲げる市内の事

業所又は施設（以下「事業所等」という。）のうち、法人が燃料費を負担する自動車

を使用した利用者の送迎、利用者の居宅への訪問を含むサービスの提供を実施してい

る事業所等を運営する法人であること。 

（２）基準日において、前号に掲げる事業所等を休止していない法人であること。ただし、

運営している事業所等の一部を休止している法人を除く。 

（３）令和４年１月１日から令和４年１０月３１日までの間に、第１号に掲げる事業所等

を運営する法人として、介護サービス等を提供した実績があること。 

 （給付金の額等） 

第３条 給付金は、介護サービス等の提供に使用する自動車の台数に基づき交付するもの

とし、その対象期間及び給付金の額等は、別表のとおりとする。ただし、給付金の額に

１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（給付金の交付申請） 

第４条 給付金の交付を受けようとする対象法人は、綾部市社会福祉施設等原油価格高騰

対策応援給付金交付申請書（様式第１号）を、市長に提出しなければならない。 

（給付金の交付決定及び通知） 

第５条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付の

可否を決定し、綾部市社会福祉施設等原油価格高騰対策応援給付金交付（不交付）決定
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通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

（事業の変更又は中止の申請） 

第６条 給付金の交付決定を受けた対象法人（以下「交付法人」という。）が、事業の

変更又は中止をしようとするときは、綾部市社会福祉施設等原油価格高騰対策応援給

付金変更（中止）申請書（様式第３号）に必要な書類を添えて市長に提出し、その承

認を受けなければならない。 

（給付金の請求） 

第７条 交付法人は、別に定める綾部市社会福祉施設等原油価格高騰対策応援給付金請求

書により給付金の請求を行わなければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第８条 市長は、交付法人が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の交付決定を

取り消すものとする。 

（１）偽りその他の不正な手段により給付金の交付を受けたとき。 

（２）給付金の交付条件又はこの要綱に違反したとき。 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める理由が生じたとき。 

（給付金の返還） 

第９条 市長は、前条の規定により給付金の交付決定を取り消した場合において、既に給

付金が交付されているときは、期限を決めてその返還を命ずることができる。 

 （書類の整備） 

第１０条 交付法人は、給付金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証

拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を当該事業の完了の日の属する年度の翌年

度から５年間保存しなければならない。 

 （その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、令和４年１０月１７日から施行する。 
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別表（第２条、第３条関係） 

区分 対象事業所等 対象期間 給付金の額 

介護 居宅介護支援事業所、介護予防支援

事業所、訪問介護事業所、訪問入浴

介護事業所、訪問看護事業所、訪問

リハビリテーション事業所、通所介

護事業所、通所リハビリテーション

事業所、短期入所生活介護事業所、

短期入所療養介護事業所、特定施設

入居者生活介護事業所、特別養護老

人ホーム、介護老人保健施設、認知

症対応型通所介護事業所、小規模多

機能型居宅介護事業所、認知症対応

型共同生活介護事業所、地域密着型

特定施設入居者生活介護事業所、地

域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護事業所、地域密着型通所介

護事業所、看護小規模多機能型居宅

介護事業所、特定福祉用具販売（福

祉用具貸与）事業所、介護予防・日

常生活支援総合事業第１号事業所、

養護老人ホーム、軽費老人ホーム、

生活支援ハウス 

令和４年１１月か 

ら令和５年３月ま 

で 

自動車１台当たり 

月額６，０００円

以内（ただし、国、

京都府等による同

様の補助金等の交

付を受けようとす

る場合又は受けた

場合は、当該補助

金等の額を除く。） 

障害 居宅介護事業所、重度訪問介護事業

所、行動援護事業所、同行援護事業

所、計画相談支援事業所、地域移行

支援事業所、地域定着支援事業所、

生活介護事業所、自立訓練事業所、

就労移行支援事業所、就労継続支援

事業所、就労定着支援事業所、児童

発達支援事業所、放課後等デイサー

ビス事業所、障害者支援施設、共同

生活援助事業所、短期入所事業所 

注）１ 自動車については、事業所を運営する法人が燃料費を負担し、利用者の送迎、

利用者の居宅への訪問を含む介護サービス等の提供を実施しているものに限る。 

  ２ １台の自動車につき、区分を重複することはできない。 
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様式第１号（第４条関係）  
 

  年  月  日  
      
 

綾部市長          様  
 
 

（法人所在地）  
（法人名）   
（代表者名）  

 
 
 

綾部市社会福祉施設等原油価格高騰対策応援給付金交付申請書  
 
 
 綾部市社会福祉施設等原油価格高騰対策応援給付金の交付を受けたいので、綾部市社会

福祉施設等原油価格高騰対策応援給付金交付要綱第４条の規定に基づき関係書類を添えて

下記のとおり申請します。  
 
 

記  
 
 
 申 請 額 ：             円  
 
 
 
 （添付書類）  
  （１）事業所別申請額一覧  
  （２）該当車両一覧  
  （３）その他市長が必要と認める書類 
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様式第２号（第５条関係） 

 

綾部市指令第  号 

  年  月  日 

 

             様 

 

綾部市長         □印    

 

 

綾部市社会福祉施設等原油価格高騰対策応援給付金交付（不交付） 

決定通知書 

 

 

     年  月  日付で交付申請のありました綾部市社会福祉施設等原油価格高騰

対策応援給付金については、下記のとおり決定しましたので、綾部市社会福祉施設等原油

価格高騰対策応援給付金交付要綱第５条の規定に基づき通知します。 

 

記 

  

交 付 給付金決定額                       円 

不 交 付 

（理由） 

 

 

 

 

 

この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 

３か月以内に、綾部市長に対して審査請求をすることができます（なお、決定があったこ

とを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算

して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

 また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定（この決定について上記の審査請求

をしたときは、当該審査請求に対する裁決）があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、綾部市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）、

提起することができます（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内であっても、決定のあった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴

えを提起することができなくなります。）。 
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様式第３号（第６条関係） 

 

   年  月  日 

 

綾部市長          様 

 

（法人所在地）  
（法人名）   
（代表者名）  

 

 

 

綾部市社会福祉施設等原油価格高騰対策応援給付金変更（中止）申請書 

 

 

     年  月  日付   指令第   号により交付決定のあった給付金に係る

事業の内容を次のとおり（変更・中止）したいので綾部市社会福祉施設等原油価格高騰対

策応援給付金交付要綱第６条の規定に基づき関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

 

記 

  

 

区   分 

 

介   護      障   害     

 

 

 

 

変更（中止） 

理   由 

 

 

 

 

 

 

（添付書類） 

  （１）事業所別申請額一覧 

  （２）該当車両一覧  

  （３）その他市長が必要と認める書類 
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綾部市告示第１９９号 

 

令和４年度綾部市保育施設副食材料費支援給付金交付要綱を次のように定める。 

 

令和４年１０月１７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

令和４年度綾部市保育施設副食材料費支援給付金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、物価高騰等による副食材料費への影響が長期化する中で、保育施設

利用者に負担を転嫁することなく副食の提供を継続する民間保育施設を支援するため、

予算の範囲内で綾部市保育施設副食材料費支援給付金（以下「給付金」という。）を交

付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（給付対象者） 

第２条 この要綱に基づき給付金の交付の対象となる者は、綾部市内において国、京都府

及び市以外の者が設置する子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７条第

４項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども

園及び知事に届出（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５９条の２の規定によ

る届出）を行った認可外保育施設（以下「保育施設」という。）の設置者で次の各号に

掲げる要件をすべて満たす者とする。 

（１）園児に副食を提供し保護者から副食費を実費徴収していること。 

（２）物価上昇に起因する副食費の値上げを行っていないこと。 

（３）副食の提供を月１０日以上実施していること。 

 （給付金の基準額等） 

第３条 給付金の交付基準額、給付率及び交付対象経費等は、別表のとおりとする。 

２ 前項に規定する給付金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てるものとする。 

 （給付金の交付申請） 

第４条 給付金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、令和４年度綾

部市保育施設副食材料費支援給付金交付申請書兼請求書（様式第１号）に必要な書類を

添えて、市長に提出しなければならない。 

（給付金の交付決定等） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可

否を決定し、令和４年度綾部市保育施設副食材料費支援給付金交付（不交付）決定通知

書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

（給付金の額の確定） 
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第６条 給付金の額の確定は、前条に規定する給付金の交付決定通知をもってこれに代え

るものとする。 

（関係書類の整備） 

第７条 給付金の交付を受けた者は、給付金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとと

もに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を当該事業の完了の日の属す

る年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

 （交付決定の取消し等） 

第８条 市長は、給付金の交付申請を行った者が虚偽の申請その他不正な手段により給付

金の支給決定を受け、又は給付金の支給を受けたときは、その決定を取り消し、又は

既に支給した給付金の全部又は一部を返還させるものとする。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、令和４年１０月１７日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

実施主体 交付基準額 給付率 交付対象経費 

保育所、幼保連携型

認定こども園、認可

外保育施設の設置者 

施設単位ごとに次の算式で算

出された額の合計 

 

一人当たりの月額単価（※１）

×対象園児数（※２）で算出し

た金額 

  

※１ 一人当たりの月額単価

（物価上昇分相当）２００円 

 

※２ 対象園児数 毎月初日

の副食を提供している園児の

合計人数 

 

１０／１０ 「交付基準額」で示

す算式に基づき、算

定した令和４年４

月分から令和５年

３月分までの副食

費 
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様式第１号（第４条関係） 

 

  年  月  日  

 

 綾部市長       様 

      

                    団 体 名 

                    代表者氏名 

                    施 設 名 

                    住   所 

                    電 話 番 号 

 

 

令和４年度綾部市保育施設副食材料費支援給付金 

交付申請書兼請求書 

 

 

 令和４年度綾部市保育施設副食材料費支援給付金交付要綱第４条の規定により、下記の

とおり関係書類を添えて申請（請求）します。 

 

記 

 

１ 交付申請額        円 

 

２ 添付書類 

 （１）令和４年度保育施設副食材料費支援給付金計算書（別紙） 

 （２）その他参考となるべき書類（毎月初日の園児名簿） 

 

３ 請求金額         円 

 

振

込

口

座 

金 融 機 関 名  本 ・ 支 店 名  

普通・当座の種別  口 座 番 号  

（ フ リ ガ ナ ） 

口 座 名 義 人 
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（別紙） 

（保育所、幼保連携型認定こども園、認可外保育施設） 

 

施設名          

 

 

令和４年度保育施設副食材料費支援給付金計算書 

 

 

 

一人当たりの月額単価

（物価上昇分相当） 

（円）① 

毎月初日の副食を  

提供している園児数 

（人）② 

交付申請額 

（円）（①×②） 

４月 ２００   

５月 ２００   

６月 ２００   

７月 ２００   

８月 ２００   

９月 ２００   

１０月 ２００   

１１月 ２００   

１２月 ２００   

１月 ２００   

２月 ２００   

３月 ２００   

合計    

※交付申請額合計欄について、１，０００円未満の端数は切り捨てること 

 

【確認事項】 

 ・園児に副食を提供し保護者から副食費を実費徴収していること 

・物価上昇に起因する副食費の値上げを行っていないこと 

・副食の提供を月１０日以上実施していること  
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様式第２号（第５条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

 

            様 

 

綾部市長          印  

 

令和４年度綾部市保育施設副食材料費支援給付金 

交付（不交付）決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった令和４年度綾部市保育施設副食材料費支援

給付金につきましては、下記のとおり決定しましたので、令和４年度綾部市保育施設副食

材料費支援給付金交付要綱第６条の規定により通知します。 

 

記 

 

交 付 交付決定額         円 

不交付 

（理由） 

 

 

 

 

 

 

この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内に、綾部市長に対して審査請求をすることができます（なお、決定があったこと

を知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

 また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定（この決定について上記の審査請求

をしたときは、当該審査請求に対する裁決）があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、綾部市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）、

提起することができます（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴

えを提起することができなくなります。）。 
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綾部市告示第２００号 

 

 綾部市がんばろう！農業生産及び畜産緊急サポート事業補助金交付要綱を次のように定

める。 

 

  令和４年１０月１７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市がんばろう！農業生産及び畜産緊急サポート事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響に加え、国際情勢等に伴う

肥料価格及び飼料価格の高騰により、生産コストが増加し、厳しい経営状況にある市内

農家等の経営の継続と安定化に資するため、予算の範囲内において、綾部市がんばろ

う！農業生産及び畜産緊急サポート事業補助金（以下「補助金」という。）を交付する

ことに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（事業名） 

第２条 この要綱に定める事業は次のとおりとする。 

（１）がんばろう！農業生産緊急サポート事業（以下「農業生産事業」という。） 

（２）がんばろう！畜産緊急サポート事業（以下「畜産事業」という。） 

（補助対象等） 

第３条 農業生産事業及び畜産事業の補助対象等は、別表に定めるとおりとする。 

２ 補助金額は、農業生産事業にあっては別表に定める補助対象種別ごとの算定基礎面積

に、畜産事業にあっては補助対象種別ごとの飼養頭羽数にそれぞれ補助単価を乗じて算

出するものとする。ただし、算定基礎面積は米、野菜の各品目、茶ごとに１アール未満

を切り捨てるものとし、米については１１アール以上、野菜については品目ごとに１ア

ール以上、茶については１アール以上、畜産のうち鶏については１５０羽以上を対象と

する。 

３ 補助金額の上限は、農業生産事業及び畜産事業とも補助対象種別ごとに１００万円と

する。ただし、畜産事業については、補助事業者が飼養する頭羽数が牛５００頭以上、

鶏１０，０００羽以上の場合は補助金額の上限を２００万円とする。 

４ 複合経営の場合は、その種別ごとに申請ができるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、綾部市がんば

ろう！農業生産及び畜産緊急サポート事業補助金交付申請書（請求書）（様式第１号）

に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

（補助金の交付等） 

第５条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、速やかにその内容を審査の
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上、交付の可否を決定し、当該交付対象者には補助金を交付するものとする。この場合

において、不交付対象者には、綾部市がんばろう！農業生産及び畜産緊急サポート事業

補助金不交付決定通知書（様式第２号）により、通知するものとする。 

（補助金の返還等） 

第６条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交

付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。 

（１）虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）この要綱の規定に違反したとき。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

１ この告示は、令和４年１０月１７日から施行する。 

２ この告示は、令和５年５月３１日限り、その効力を失う。 
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別表（第３条関係） 

（１）農業生産事業 

補 助 対 象 

種 別 

米 

（主食用、加工

用、酒米、米粉、

飼料用、ＷＣＳ

用稲） 

野菜 

（水田活用の直接支払交付金対象品

目。ただし、各種米、飼料作物、地

力増進作物を除く。） 

茶 

補助対象者 綾 部 市 に 水 稲

生 産 実 施 計 画

書 兼 営 農 計 画

書 を 提 出 し た

生産者 

綾部市に住所を有し、出荷・販売伝

票を提出した令和４年度水田活用の

直接支払交付金申請者 

綾部市内の生産

団体に属してい

る茶農家 

算 定 基 礎 

面 積 

水稲生産実施計

画書兼営農計画

書の作付面積。

ただし、主食用

米は１０アール

を除く。 

令和４年度水田活用の直接支払交付

金に係る作付面積 

茶園面積 

補 助 単 価 

（１０アー

ル当たり） 

３，０００円 白大豆 

小豆 

麦 

５００円 １１，５００円 

黒大豆 １，０００円 

紫ずきん 

京 夏ずきん 

えだまめ 

１，５００円 

鹿ケ谷かぼちゃ 

えびすかぼちゃ 

２，０００円 

みず菜 

九条ねぎ 

５，５００円 

ミニトマト ６，５００円 

えびいも ８，５００円 

賀茂なす 

いちご 

１５，０００円 

万願寺とうがらし ２４，０００円 
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（２）畜産事業 

補 助 対 象 

種 別 

乳用牛 肉用繁殖牛 肉用肥育牛 鶏 

補助対象者 綾部市に主な生産、経営基盤を持ち、補助対象種別を継続して飼養して

いる畜産農家（個人及び法人） 

算 定 基 礎 令和４年２月１日現在、綾部市内で飼養している頭羽数 

補 助 単 価 

（１頭・羽

当 た り ） 

４２，０００円 １０，５００円 １５，５００円 ２００円 
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様式第１号（第４条関係） 

年  月  日  

 

綾部市長         様 

 

 

申請者（請求者） 

住所又は所在地 

 

氏名                 ㊞ 

 

（団体にあっては名称、役職及び代表者氏名） 

 

 

綾部市がんばろう！農業生産及び畜産緊急サポート事業補助金交付申請書（請求書） 

 

 

 綾部市がんばろう！農業生産及び畜産緊急サポート事業補助金交付要綱第４条の規定に基づき、

関係書類を添えて下記のとおり補助金の交付を申請（請求）します。 

 

記 

 
１ 交付申請額（※事業別に、該当する項目に☑を付けてください。） 

   

□ 農業生産事業 （□米 □野菜 □茶）            円 

 

□ 畜産事業                          円   

 

※ 添付書類 対象作物及び面積等が分かるもの 

 

２ 振込口座 

  いずれか該当する欄の太枠内に、必ず通帳を確認して、必要事項を正しく記入してください。 

  申請者（請求者）名義の口座を指定してください。 

金融機関名 店 名 
種別 
※いずれ

かに〇 

口座番号 
※右詰め 

       

 銀行 

金庫 

農協 

 
本店 

支店 

本所 

支所 

出張所 

普通 

 

当座 

口座名義 
（カナ） 

コード 
    

 
   

 

ゆうちょ銀行 店 名 
口座番号 
※右詰め 

       

※通帳の表紙をめくった

見開きのページ左下に印

字された情報 
 

店 

口座名義 

（カナ） 

コード 9 9 0 0 コード     
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様式第２号（第５条関係） 

 

第     号  

 年  月  日  

 

          様 

 

綾部市長         □印   

 

綾部市がんばろう！農業生産及び畜産緊急サポート事業補助金 

不交付決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のありました綾部市がんばろう！農業生産及び畜産緊急サポ

ート事業補助金交付要綱に基づく補助金につきましては、下記のとおり決定しましたので、綾部市が

んばろう！農業生産及び畜産緊急サポート事業補助金交付要綱第５条の規定により通知します。 

 

記 

 

不 交 付 

（理由） 

 

 

 

 

 

 

 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内

に、綾部市長に対して審査請求をすることができます（なお、決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して３か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求

をすることができなくなります。）。 

 また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定（この決定について上記の審査請求をしたとき

は、当該審査請求に対する裁決）があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、綾部市

を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）提起することができます（なお、

決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、決定があった日の翌日か

ら起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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綾部市告示第２０１号 

 

 綾部市農林水産業者緊急特別支援事業補助金交付要綱を次のように定める。 

 

  令和４年１０月１７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市農林水産業者緊急特別支援事業補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響や国際情勢に伴う燃油等の価

格高騰、気象災害等において、国又は京都府が実施する農林水産業関係事業の補助金（以

下「国又は京都府の補助金」という。）の要綱、要領等の基準を満たす者に対し、予算

の範囲内において綾部市農林水産業者緊急特別支援事業補助金（以下「市補助金」とい

う。）を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象等） 

第２条 市補助金の補助対象等は、次に定めるとおりとする。 

（１）補助対象者は、国又は京都府の補助金の交付が決定している者とする。 

（２）補助対象事業及び補助基準は別表に定める。 

（３）補助対象経費は、国又は京都府の補助金の要綱、要領等に定めるもののほか、補助

対象事業に要する経費で市長が特に必要と認めたものに限る。 

（４）補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとす

る。ただし、国又は京都府の補助金に補助金の額に関する定めがある場合はこの限り

ではない。 

 （補助金の交付申請） 

第３条 市補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、綾部市農林

水産業者緊急特別支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に必要な書類を添えて、市

長に申請しなければならない。 

 （補助金の交付決定） 

第４条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、その結果

を綾部市農林水産業者緊急特別支援事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）

により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により市補助金の交付をする場合で、必要があると認めるときは、

条件を付すことができる。 

 （変更申請等） 

第５条 前条第１項の規定により市補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」と

いう。）は、第３条の規定による申請の内容について、事業費を増額又は減額する場合

及び事業費の増減に関わらず事業内容を変更（軽微なものを除く。）する場合は、速や

かに綾部市農林水産業者緊急特別支援事業補助金変更承認申請書（様式第３号）に必要
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な書類を添えて、市長に申請し、承認を受けなければならない。 

２ 前項に規定する申請に対する審査及び通知については、前条の規定を準用する。 

 （補助金の交付等） 

第６条 市補助金の交付は、当該事業が完了した後において行う。 

２ 補助事業者は、補助金の交付の対象となる事業が完了したときは、速やかに綾部市農

林水産業者緊急特別支援事業補助金実績報告書（様式第４号）に必要な書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

 （立入調査等） 

第７条 市長は、必要があるときは、補助事業者に対して報告させ、調査若しくは検査に

立ち会わせ、又は職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査

させ、若しくは関係者に質問させることがある。 

 （補助金の返還等） 

第８条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消

し、又は既に交付した市補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。 

（１）国又は京都府の補助金の交付の全部又は一部を取消し又は変更されたとき。 

（２）偽りその他不正の手段により市補助金の交付を受けたとき。 

（３）この要綱の規定に違反したとき。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

     

附 則 

この告示は、令和４年１０月１７日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

補助対象事業 補助基準 

農

業

関

係 

宇治茶生産省エネ推進緊急対策事業 補助対象経費の１／８以内の額

とし、共同工場の場合は１６６万

６千円を、個人工場の場合は６６

万６千円を限度とする。 

畜

産

業

関

係 

輸入飼料価格高騰対策緊急支援事業 補助対象経費の１／８以内の額

とし、３３万３千円を限度とす

る。ただし、京都府事業実施要領

に定める飼養頭羽数を超える場

合は、８３万３千円を限度とす

る。 
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様式第１号（第３条関係） 

 

年  月  日 

 

綾部市長          様 

 

住所 

氏名                

 

 

綾部市農林水産業者緊急特別支援事業補助金交付申請書 

 

 綾部市農林水産業者緊急特別支援事業補助金交付要綱第３条の規定により、下記のとお

り申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額                    円 

 

２ 添付書類 

（１）国又は京都府の補助金の交付決定の写し 

（２）国又は京都府の補助金の交付申請書類の写し 

（３）その他市長が必要と認める書類 
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様式第２号（第４条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

綾部市長           □印     

 

綾部市農林水産業者緊急特別支援事業補助金交付（不交付）決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のありました綾部市農林水産業者緊急特別支援事業

補助金につきまして、下記のとおり決定しましたので、綾部市農林水産業者緊急特別支援

事業補助金交付要綱第４条の規定により通知します。 

 

記 

 

交 付 交付決定額                        円 

不 交 付 

（理由） 

 

 

 

 

 

 

 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内に、綾部市長に対して審査請求をすることができます（なお、決定があったこと

を知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

 また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定（この決定について上記の審査請求

をしたときは、当該審査請求に対する裁決）があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、綾部市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）

提起することができます（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴

えを提起することができなくなります。）。 
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様式第３号（第５条関係） 

 

年  月  日 

 

綾部市長          様 

 

住所 

氏名                

 

 

綾部市農林水産業者緊急特別支援事業補助金変更承認申請書 

 

 綾部市農林水産業者緊急特別支援事業補助金交付要綱第５条の規定により、関係書類を

添えて提出します。 

 

記 

 

１ 交付申請額 変更後                円 

        変更前                円 

 

２ 変更承認申請の理由 

 

 

 

３ 添付書類 

（１）次に掲げる書類のいずれか一つ 

ア 国又は京都府の補助金の変更承認申請書類の写し 

イ 国又は京都府の補助金の補助事業費及び補助事業内容等の変更がわかる書類 

（２）その他市長が必要と認める書類 
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様式第４号（第６条関係） 

 

年  月  日 

 

綾部市長          様 

 

住所 

氏名                

 

 

綾部市農林水産業者緊急特別支援事業補助金実績報告書 

 

 綾部市農林水産業者緊急特別支援事業補助金交付要綱第６条第２項の規定により、事業

の実績を報告します。 

 

記 

 

１ 補助実績額                    円 

２ 添付書類 

（１）次に掲げる書類のいずれか一つ 

ア 国又は京都府の補助金の実績報告書の写し 

イ 国又は京都府の補助金の補助金額の確定の写し 

（２）その他市長が必要と認める書類 
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綾部市告示第 202 号 
 
 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９条の規定に基づき、供用を開始する区域等を次

のように告示する。 
 なお、図面は、綾部市上下水道部下水道課において一般の供覧に供する。 
 
  令和４年１０月２５日 
 
                          綾部市長  山 崎 善 也 
 
１ 供用を開始すべき年月日           令和４年１０月２５日 
 
２ 下水を排除すべき区域            延町の一部 
 
３ 供用を開始しようとする排水施設の位置    延町の一部 
 
４ 供用を開始しようとする排水施設の合流式又は分流式の別  分流式 
 
５ 下水の処理を開始すべき年月日        令和４年１０月２５日 
 
６ 下水を処理すべき区域            延町の一部 
 
７ 下水の処理を開始しようとする終末処理場の位置及び名称 
（１）位置  高津町横枕８番地 
（２）名称  綾部浄化センター 
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綾部市告示第２０３号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項及び第２３３条第６項の規定

に基づき、令和４年９月綾部市議会定例会において議決を経た予算及び認定された決算の

要領を次のとおり公表する。 

 

  令和４年１０月２７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

  

１ 令和４年度綾部市一般会計補正予算（第６号） 

２ 令和３年度綾部市一般会計歳入歳出決算 

３ 令和３年度綾部市市立診療所等特別会計歳入歳出決算 

４ 令和３年度綾部市農林業者労働災害共済特別会計歳入歳出決算 

５ 令和３年度綾部市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

６ 令和３年度綾部市介護保険特別会計歳入歳出決算 

７ 令和３年度綾部市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

８ 令和３年度綾部市駐車場特別会計歳入歳出決算 

９ 令和３年度綾部市住宅・工業団地事業特別会計歳入歳出決算 

１０ 令和３年度綾部市上水道事業決算 

１１ 令和３年度綾部市下水道事業決算 

１２ 令和３年度綾部市病院事業決算 

 

 

  （以下掲示済） 
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綾部市告示第２０４号 

 

 綾部市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事務実施要綱を次のように定

める。 

 

令和４年１０月２７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

綾部市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事務実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高

騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、臨

時的な措置として実施する、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事務実

施に関し、必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において支給される電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（以

下「価格高騰緊急支援給付金」という。）は、前条の趣旨を達するために、本市によっ

て贈与される給付金をいう。 

（支給対象者） 

第３条 価格高騰緊急支援給付金の支給対象者は、令和４年９月３０日（以下「基準日」

という。）において、本市の住民基本台帳に記録されている者（基準日以前に、住民基

本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条の規定により住民票を消除されていた者で、

基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録

されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることと

なった者を含む。）であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。 

（１）令和４年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯 同一の世帯に属する者全員

が、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による令和４年度分の市町村民税

（同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。）均等割が課されていない者又は

市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世

帯 

（２）令和４年１月以降の家計急変世帯 前号に該当する世帯以外の世帯のうち、予期せ

ず令和４年１月から令和４年１２月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員

が令和４年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる

世帯（同一の世帯に属する者のうち令和４年度分の市町村民税均等割が課されている

もの全員のそれぞれの１年間の収入見込額（令和４年１月から令和４年１２月までの

任意の１か月の収入に１２を乗じて得た額をいう。）又は１年間の所得見込額（当該

収入見込額から１年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。）が、市町村民税
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均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」

という。）をいう。ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。 

ア 同条第１号に該当する世帯として支給を受けた世帯に属する者を含む世帯（当該

者が同条第１号に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。） 

イ 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民

票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったもの

は、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し価格

高騰緊急支援給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯 

２ 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで

構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課

されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。 

（支給額） 

第４条 前条の規定による支給対象者に対して支給する価格高騰緊急支援給付金の金額

は、１世帯あたり５０千円とする。 

（受給権者） 

第５条 価格高騰緊急支援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。た

だし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合に

は、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難い場合は、死亡

した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。 

２ 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）、知的障害者福

祉法（昭和３５年法律第３７号）及び老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に定め

る措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとす

る。 

（給付金の支給申請） 

第６条 価格高騰緊急支援給付金の支給を受けようとする者は、第３条に定める支給対

象者に応じて、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書（様式第

１号）（以下「確認書」という。）又は電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

（住民税非課税世帯分）申請書（請求書）（様式第２号）若しくは電力・ガス・食料品

等価格高騰緊急支援給付金（家計急変世帯分）申請書（請求書）（様式第３号）（以下

様式第２号及び様式第３号を「申請書」という。）に必要な書類を添えて市長に提出し

なければならない。 

２ 価格高騰緊急支援給付金の申請書による申請者は、申請者本人による申請であること

を証するため、公的身分証明書の写し等を提出又は提示しなければならない。 

（代理による支給申請） 

第７条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は申請書により

申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。 

（１）基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者 

（２）法定代理人（親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保
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佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人） 

（３）親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で特に市長が

認める者 

２ 代理人が申請者に代わって申請する場合は、原則として委任状の提出及び代理人の公

的身分証明書の写し等の提出をしなければならない。なお、確認書を提出する場合につ

いては、確認書の委任欄に記載するものとする。 

３ 市長は、代理人が第１項第１号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第

２号及び第３号の者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するもの

とする。 

（給付金の受付開始日及び提出期限） 

第８条 価格高騰緊急支援給付金の受付開始日は、市長が別に定める日とする。 

２ 市町村民税非課税世帯への支給のうち確認書及び申請書並びに家計急変世帯への支

給に関する申請書の提出期限は、令和５年２月２８日とする。 

 （支給の決定） 

第９条 市長は、第６条の規定により確認書又は申請書（以下「確認書等」という。）を

受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し価格

高騰緊急支援給付金を支給するものとする。 

（支給の方法） 

第１０条 価格高騰緊急支援給付金の支給については、当該支給対象者が指定した金融機

関の口座に振り込むものとする。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合は、窓

口支給とする。 

（１）金融機関に口座を開設していない場合 

（２）特に市長が必要と認めた場合 

（価格高騰緊急支援給付金の支給等に関する周知等） 

第１１条 市長は価格高騰緊急支援給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請

の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周

知を行うものとする。 

（申請が行われなかった場合等の取扱い） 

第１２条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第６条

の規定による確認書及び申請書の提出が第８条第２項の確認書等の申請期限までに行わ

れなかった場合は、支給対象者が価格高騰緊急支援給付金の支給を受けることを辞退し

たものとみなす。 

２ 市長が第９条の規定による支給決定を行った後、確認書及び申請書の不備による振込

不能等があり、確認等に努めたにもかかわらず確認書及び申請書の補正が行われず、支

給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げら

れたものとみなす。 

（不当利得の返還） 

第１３条 市長は、偽りその他不正の手段により価格高騰緊急支援給付金の支給を受けた

者に対しては、支給を行った価格高騰緊急支援給付金の返還を求めるものとする。 
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（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第１４条 価格高騰緊急支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供して

はならない。 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この告示は、令和４年１１月１５日から施行する。 

  

告　示

53



別記（第５条関係） 

１ 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い 

（１）以下に掲げる事例であって、かつ、（２）の申出者の満たすべき一定の要件を満たし

ており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者（以下「申出者」という。）につ

いては、基準日時点で申出者が本市に住民票が所在しない場合にも、当該申出者を本

市における価格高騰緊急支援給付金の受給権者とする。 

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者（婦人相談

所一時保護所（一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。）又は婦人保護施設の入所

者の暴力被害が、当該入所者の親族（配偶者を除く。以下同じ。）など、当該入所者

が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含

む。）及びその同伴者であって、基準日において本市に住民票を移していない者 

イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難して

いる者が自宅には帰れない事情を抱えているもの 

（２）申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満

たすものとする。 

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律（平成１３年法律第３１号）第１０条に基づく保護命令（同条第１項第１号に基

づく接近禁止命令又は同項第２号に基づく退去命令）が出されていること。 

イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」（親族から

の暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人

相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同

様の内容が記載された証明書を含む。）が発行されていること。なお、婦人相談所以

外の配偶者暴力対応機関（配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村に

おける配偶者暴力相談支援担当部署）や行政機関や関係機関と連携してＤＶ被害者

支援を行っている民間支援団体（婦人保護事業委託団体、地域ＤＶ協議会参加団体、

補助金等交付団体）が発行した証明書においても、上記証明書と同様のものとして

取り扱う。 

ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領（昭

和４２年自治振第１５０号等自治省行政局長等通知）に基づく支援措置の対象とな

っていること。 

エ アからウに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性が

ないと認められる場合、ただし、婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所してい

る場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場

合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同

一ではないと判断することができる場合を含む。 

２ 措置入所等児童の取扱い 

基準日において、以下の（１）から（６）までのいずれかに該当する児童（児童（基

準日時点で満１８歳に満たない者をいう。以下同じ。）及び児童以外の者（基準日時点で

原則として満２２歳に達する日の属する年度の末日までにある者（疾病等やむを得ない
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事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。））及び

（６）における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。）については、本市におけ

る価格高騰緊急支援給付金の受給権者とする。 

（１）児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法

第６条の３第８項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第６条の

４に規定する里親に委託されている児童（保護者（児童福祉法第６条に規定する保護

者をいう。（２）において同じ。）の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環

境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに

伴い、２月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。） 

（２）児童福祉法第２７条第１項第３号の規定により入所措置が採られて同法第４２条に

規定する障害児入所施設（以下「障害児入所施設」という。）に入所し、若しくは同法

第２７条第２項の規定により同法第６条の２の２第３項に規定する指定発達支援医

療機関（以下「指定発達支援医療機関」という。）に入院し、又は同法第２７条第１項

第３号若しくは第２７条の２第１項の規定により入所措置が採られて同法第３７条

に規定する乳児院、同法第４１条に規定する児童養護施設、同法第４３条の２に規定

する児童心理治療施設若しくは同法第４４条に規定する児童自立支援施設（以下「乳

児院等」という。）に入所している児童（当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設

に通う者、２月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支

援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精

神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難とな

ったことに伴い、２月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童

を除く。） 

（３）身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１８条第２項若しくは知的障害

者福祉法（昭和３５年法律第３７３号）第１６条第１項第２号の規定により入所措置

が採られて障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１１項に規定する障害者支援施設をい

う。）又はのぞみの園（独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成

１４年法律第１６７号）第１１条第１号の規定により独立行政法人国立重度知的障害

者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。）に入所している児童（２月以内の期間

を定めて行われる入所をしている者を除き、１８歳に達する日以後の最初の３月３１

日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。） 

（４）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３０条第１項ただし書の規定により同

法第３８条第２項に規定する救護施設、同条第３項に規定する更生施設若しくは同法

第３０条第１項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法

（昭和３１年法律第１１８号）第３６条に規定する婦人保護施設に入所している児童

（２月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされてい

る者を除き、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者のみで構成

する世帯に属している者に限る。） 

（５）児童福祉法第２５条の７第１項第３号の規定により同法第６条の３第１項に規定す
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る児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等（２月以内の期間を定め

て行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社

会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。） 

（６）児童福祉法第２３条第１項の規定により同法第３８条に規定する母子生活支援施設

（以下「母子生活支援施設」という。）に入所している者（２月以内の期間を定めて行

われる入所をしている者を除く。） 

３ 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い 

以下の（１）又は（２）のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所

等高齢者」（以下「措置入所等障害者・高齢者」という。）であって、基準日において、

本市の住民基本台帳に記録されている者については、本市における価格高騰緊急支援給

付金の受給権者とする。ただし、本市で入所等の措置を講じ、施設所在市町村に住民票

を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が措置入所等担当から給付

金担当に対して行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に対して価格高騰緊急支

援給付金を支給する。 

（１）「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１８

条第１項若しくは第２項又は知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条

の４若しくは第１６条第１項第２号の規定による措置が執られている者（措置が執ら

れている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認

める者（成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされ

た補助人が選任されている者等を含む。）を含む。以下同じ。）（２か月以内の期間を定

めて行われる入所等をしている者を除く。） 

（２）「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１０条の４

第１項及び第１１条第１項の規定による入所等の措置等が執られている者（２か月以

内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。） 

４ ホームレス等の取扱い 

居住が安定していないいわゆるホームレスの者や事実上ネットカフェに寝泊まりし

ている者であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者につい

て、基準日の翌日以降、本市に住民基本台帳に記録されたときは受給権者とする。 

５ 無戸籍者の取扱い 

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸

籍であると市長に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握している

ことを市長が相当と認めるときは、価格高騰緊急支援給付金の受給権者とする。 
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綾部市告示第２０５号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第１項の規定に基づき、令和

４年９月末における財政に関する事項を別紙のとおり公表する。 

 

令和４年１０月３１日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  
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■令和４年９月末における歳入歳出の各款毎の予算の使用状況

一般会計

歳入合計 8,021,106,117 円

歳出合計 7,043,287,119 円

差引残高 977,818,998 円

歳　入 (単位：円)

科 目 予 算 額 収 入 額 未 収 入 額 比 率 （ ％ ）

市 税 4,390,740,000 3,020,082,405 1,370,657,595 68.8
地 方 譲 与 税 204,000,000 66,366,000 137,634,000 32.5
利 子 割 交 付 金 2,000,000 683,000 1,317,000 34.2
配 当 割 交 付 金 22,000,000 7,127,000 14,873,000 32.4
株式等譲渡所得割交付金 32,000,000 0 32,000,000 0.0
法 人 事 業 税 交 付 金 68,000,000 41,867,000 26,133,000 61.6
地 方 消 費 税 交 付 金 754,000,000 411,780,000 342,220,000 54.6
環 境 性 能 割 交 付 金 33,000,000 8,895,000 24,105,000 27.0
地 方 特 例 交 付 金 33,000,000 27,691,000 5,309,000 83.9
地 方 交 付 税 5,064,000,000 3,309,657,000 1,754,343,000 65.4
交通安全対策特別交付金 4,000,000 1,540,000 2,460,000 38.5
分 担 金 及 び 負 担 金 37,540,000 13,722,722 23,817,278 36.6
使 用 料 及 び 手 数 料 395,452,000 205,508,455 189,943,545 52.0
国 庫 支 出 金 3,657,088,918 538,536,000 3,118,552,918 14.7
府 支 出 金 2,030,266,000 97,367,989 1,932,898,011 4.8
財 産 収 入 35,449,000 14,731,773 20,717,227 41.6
寄 附 金 1,505,000 65,853,875 △ 64,348,875 4,375.7
繰 入 金 1,240,549,000 2,635,861 1,237,913,139 0.2
繰 越 金 59,242,600 104,462,438 △ 45,219,838 176.3
諸 収 入 210,969,000 82,598,599 128,370,401 39.2
市 債 1,778,300,000 0 1,778,300,000 0.0

歳 入 合 計 20,053,101,518 8,021,106,117 12,031,995,401 40.0

歳　出 (単位：円)

科 目 予 算 額 支 出 額 残 額 比 率 （ ％ ）

議 会 費 180,327,000 98,923,181 81,403,819 54.9
総 務 費 3,469,851,150 1,167,715,478 2,302,135,672 33.7
民 生 費 6,823,572,168 2,177,017,171 4,646,554,997 31.9
衛 生 費 2,142,164,000 621,238,105 1,520,925,895 29.0
労 働 費 23,166,000 19,738,928 3,427,072 85.2
農 林 水 産 業 費 697,134,000 180,924,599 516,209,401 26.0
商 工 費 477,273,000 178,379,120 298,893,880 37.4
土 木 費 1,918,131,600 1,091,066,177 827,065,423 56.9
消 防 費 859,013,000 309,430,463 549,582,537 36.0
教 育 費 1,968,110,600 506,910,998 1,461,199,602 25.8
公 債 費 1,360,435,000 688,357,500 672,077,500 50.6
予 備 費 20,000,000 0 20,000,000 0.0
災 害 復 旧 費 113,924,000 3,585,399 110,338,601 3.1
歳 出 合 計 20,053,101,518 7,043,287,119 13,009,814,399 35.1
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■令和４年９月末における歳入歳出の各款毎の予算の使用状況

市立診療所等特別会計

歳入合計 4,693,871 円

歳出合計 13,457,319 円

差引残高 △ 8,763,448 円

歳　入 (単位：円)

科 目 予 算 額 収 入 額 未 収 入 額 比 率 （ ％ ）

使 用 料 及 び 手 数 料 11,996,000 4,652,071 7,343,929 38.8
府 支 出 金 9,782,000 0 9,782,000 0.0
繰 入 金 12,940,000 0 12,940,000 0.0
諸 収 入 63,000 41,800 21,200 66.3

歳 入 合 計 34,781,000 4,693,871 30,087,129 13.5

歳　出 (単位：円)

科 目 予 算 額 支 出 額 残 額 比 率 （ ％ ）

休 日 医 療 対 策 費 521,000 176,968 344,032 34.0
上 林 歯 科 診 療 所 運 営 費 8,590,000 3,902,247 4,687,753 45.4
市 立 診 療 所 運 営 費 25,570,000 9,378,104 16,191,896 36.7
予 備 費 100,000 0 100,000 0.0

歳 出 合 計 34,781,000 13,457,319 21,323,681 38.7
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■令和４年９月末における歳入歳出の各款毎の予算の使用状況

農林業者労働災害共済特別会計

歳入合計 3,143,920 円

歳出合計 215,482 円

差引残高 2,928,438 円

歳　入 (単位：円)

科 目 予 算 額 収 入 額 未 収 入 額 比 率 （ ％ ）

共 済 会 費 収 入 1,950,000 1,908,000 42,000 97.8
財 産 収 入 1,000 148 852 14.8
繰 入 金 784,000 0 784,000 0.0
繰 越 金 1,000 1,235,772 △ 1,234,772 123,577.2
諸 収 入 1,000 0 1,000 0.0

歳 入 合 計 2,737,000 3,143,920 △ 406,920 114.9

歳　出 (単位：円)

科 目 予 算 額 支 出 額 残 額 比 率 （ ％ ）

事 業 費 2,637,000 215,482 2,421,518 8.2
予 備 費 100,000 0 100,000 0.0

歳 出 合 計 2,737,000 215,482 2,521,518 7.9
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■令和４年９月末における歳入歳出の各款毎の予算の使用状況

国民健康保険特別会計

歳入合計 1,354,858,385 円

歳出合計 1,379,322,559 円

差引残高 △ 24,464,174 円

歳　入 (単位：円)

科 目 予 算 額 収 入 額 未 収 入 額 比 率 （ ％ ）

国 民 健 康 保 険 料 521,460,000 210,288,389 311,171,611 40.3
使 用 料 及 び 手 数 料 187,000 61,200 125,800 32.7
府 支 出 金 2,642,537,000 1,116,953,000 1,525,584,000 42.3
財 産 収 入 6,000 912 5,088 15.2
繰 入 金 358,015,000 0 358,015,000 0.0
繰 越 金 1,000 24,375,176 △ 24,374,176 2,437,517.6
諸 収 入 3,503,000 3,179,708 323,292 90.8

歳 入 合 計 3,525,709,000 1,354,858,385 2,170,850,615 38.4

歳　出 (単位：円)

科 目 予 算 額 支 出 額 残 額 比 率 （ ％ ）

総 務 費 47,929,000 18,889,415 29,039,585 39.4
保 険 給 付 費 2,614,131,000 1,129,785,146 1,484,345,854 43.2
国民健康保険事業費納付金 800,141,000 213,380,786 586,760,214 26.7
保 健 事 業 費 56,397,000 15,962,487 40,434,513 28.3
基 金 積 立 金 6,000 912 5,088 15.2
公 債 費 103,000 0 103,000 0.0
諸 支 出 金 3,002,000 1,303,813 1,698,187 43.4
予 備 費 4,000,000 0 4,000,000 0.0

歳 出 合 計 3,525,709,000 1,379,322,559 2,146,386,441 39.1
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■令和４年９月末における歳入歳出の各款毎の予算の使用状況

介護保険特別会計

歳入合計 2,052,291,347 円

歳出合計 1,880,256,900 円

差引残高 172,034,447 円

歳　入 (単位：円)

科 目 予 算 額 収 入 額 未 収 入 額 比 率 （ ％ ）

保 険 料 821,039,000 414,432,389 406,606,611 50.5
使 用 料 及 び 手 数 料 51,000 12,400 38,600 24.3
国 庫 支 出 金 1,283,024,000 672,804,000 610,220,000 52.4
支 払 基 金 交 付 金 1,240,462,000 589,249,000 651,213,000 47.5
府 支 出 金 690,867,000 266,902,000 423,965,000 38.6
財 産 収 入 679,000 104,073 574,927 15.3
繰 入 金 819,636,000 0 819,636,000 0.0
繰 越 金 1,000 108,538,572 △ 108,537,572 10,853,857.2
諸 収 入 592,000 248,913 343,087 42.0

歳 入 合 計 4,856,351,000 2,052,291,347 2,804,059,653 42.3

歳　出 (単位：円)

科 目 予 算 額 支 出 額 残 額 比 率 （ ％ ）

総 務 費 92,349,000 40,645,042 51,703,958 44.0
保 険 給 付 費 4,476,918,000 1,753,942,718 2,722,975,282 39.2
地 域 支 援 事 業 費 264,225,000 84,949,677 179,275,323 32.2
基 金 積 立 金 679,000 104,073 574,927 15.3
公 債 費 329,000 0 329,000 0.0
諸 支 出 金 1,851,000 615,390 1,235,610 33.2
予 備 費 20,000,000 0 20,000,000 0.0

歳 出 合 計 4,856,351,000 1,880,256,900 2,976,094,100 38.7
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■令和４年９月末における歳入歳出の各款毎の予算の使用状況

後期高齢者医療特別会計

歳入合計 200,251,857 円

歳出合計 196,437,719 円

差引残高 3,814,138 円

歳　入 (単位：円)

科 目 予 算 額 収 入 額 未 収 入 額 比 率 （ ％ ）

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 462,164,000 190,085,159 272,078,841 41.1
使 用 料 及 び 手 数 料 37,000 4,100 32,900 11.1
繰 入 金 182,044,000 0 182,044,000 0.0
繰 越 金 1,000 10,130,391 △ 10,129,391 1,013,039.1
諸 収 入 4,302,000 32,207 4,269,793 0.7

歳 入 合 計 648,548,000 200,251,857 448,296,143 30.9

歳　出 (単位：円)

科 目 予 算 額 支 出 額 残 額 比 率 （ ％ ）

総 務 費 5,781,000 1,361,967 4,419,033 23.6
後期高齢者医療広域連合納付金 636,517,000 194,417,873 442,099,127 30.5
諸 支 出 金 1,250,000 657,879 592,121 52.6
予 備 費 5,000,000 0 5,000,000 0.0

歳 出 合 計 648,548,000 196,437,719 452,110,281 30.3
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■令和４年９月末における歳入歳出の各款毎の予算の使用状況

駐車場特別会計

歳入合計 6,001,236 円

歳出合計 7,018,588 円

差引残高 △ 1,017,352 円

歳　入 (単位：円)

科 目 予 算 額 収 入 額 未 収 入 額 比 率 （ ％ ）

使 用 料 及 び 手 数 料 10,854,000 6,001,050 4,852,950 55.3
財 産 収 入 1,000 186 814 18.6
繰 入 金 3,740,000 0 3,740,000 0.0
諸 収 入 43,000 0 43,000 0.0

歳 入 合 計 14,638,000 6,001,236 8,636,764 41.0

歳　出 (単位：円)

科 目 予 算 額 支 出 額 残 額 比 率 （ ％ ）

運 営 管 理 費 9,798,000 3,278,588 6,519,412 33.5
事 業 費 4,740,000 3,740,000 1,000,000 78.9
予 備 費 100,000 0 100,000 0.0

歳 出 合 計 14,638,000 7,018,588 7,619,412 47.9
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■令和４年９月末における歳入歳出の各款毎の予算の使用状況

住宅・工業団地事業特別会計

歳入合計 14,005,700 円

歳出合計 6,498,796 円

差引残高 7,506,904 円

歳　入 (単位：円)

科 目 予 算 額 収 入 額 未 収 入 額 比 率 （ ％ ）

財 産 収 入 59,335,000 14,005,700 45,329,300 23.6
諸 収 入 253,000 0 253,000 0.0

歳 入 合 計 59,588,000 14,005,700 45,582,300 23.5

歳　出 (単位：円)

科 目 予 算 額 支 出 額 残 額 比 率 （ ％ ）

総 務 費 40,207,000 63,703 40,143,297 0.2
販 売 促 進 費 18,881,000 6,435,093 12,445,907 34.1
予 備 費 500,000 0 500,000 0.0

歳 出 合 計 59,588,000 6,498,796 53,089,204 10.9
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0
台

0
台

1
台

軽
自

動
車

6
9

台
2

台
2

台
6
9

台

消
防

指
令

車
1

台
0

台
0

台
1

台

救
急

車
4

台
0

台
0

台
4

台

消
防

広
報

車
1

台
0

台
0

台
1

台

消
防

指
揮

広
報

車
1

台
0

台
0

台
1

台

水
槽

付
消

防
自

動
車

3
台

0
台

0
台

3
台

資
機

材
搬

送
車

1
台

0
台

0
台

1
台

救
助

工
作

車
2

台
0

台
0

台
2

台

消
防

ポ
ン

プ
自

動
車

1
5

台
0

台
0

台
1
5

台

消
防

積
載

車
4
0

台
0

台
0

台
4
0

台

フ
ロ

ン
回

収
車

1
台

0
台

0
台

1
台

リ
フ

ト
付

送
迎

車
1

台
0

台
0

台
1

台

乗
用

自
動

車
（
車

椅
子

仕
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台
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リ
フ

ト
付

バ
ス

2
台

0
台

0
台

2
台

保
冷

車
3

台
0

台
0

台
3

台

救
助

用
ボ

ー
ト

8
艘

0
艘

0
艘

8
艘

小
型

動
力

ポ
ン

プ
4
0

台
0

台
0

台
4
0

台

原
子

力
防

災
資

機
材

備
蓄

用
倉

庫
1

棟
0

棟
0

棟
1

棟

救
急

指
令

装
置

1
台

0
台

0
台

1
台

救
急

資
機

材
3

式
0

式
0

式
3

式

監
視

テ
レ

ビ
カ

メ
ラ

2
台

0
台

0
台

2
台

無
線

サ
イ

レ
ン

制
御

装
置

1
台

0
台

0
台

1
台

一
斉

通
報

（
自

動
呼

出
）

装
置

1
台

0
台

0
台

1
台

電
話

自
動

交
換

機
1

台
0

台
0

台
1

台

気
象

観
測

装
置

1
台

0
台

0
台

1
台

放
送

装
置

3
台

0
台

0
台

3
台

消
火

器
使

用
法

訓
練

装
置

1
式

0
式

0
式

1
式

自
家

発
電

設
備

1
式

0
式

0
式

1
式

救
命

士
用

訓
練

人
形

（
救

急
資

機
材

）
1

体
0

体
0

体
1

体

救
急

用
送

信
装

置
（
救

急
資

機
材

）
1

式
0

式
0

式
1

式

半
自

動
除

細
動

器
（
救

急
資

機
材

）
1

台
0

台
0

台
1

台

三
連

梯
子

（
救

急
資

機
材

）
1

個
0

個
0

個
1

個

マ
ッ

ト
型

空
気

ジ
ャ

ッ
キ

（
救

急
資

機
材

）
1

個
0

個
0

個
1

個

大
型

油
圧

救
助

器
具

（
救

急
資

機
材

）
1

台
0

台
0

台
1

台

削
岩

機
（
救

急
資

機
材

）
1

台
0

台
0

台
1

台

緊
急

消
防

援
助

隊
用

資
機

材
2

式
0

式
0

式
2

式

消
防

団
旗

1
棹

0
棹

0
棹

1
棹

丁
合

機
1

台
0

台
0

台
1

台

大
型

電
子

複
写

機
2

台
0

台
0

台
2

台

複
写

機
1
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電
算

端
末

機
1
2

台
0

台
0

台
1
2

台

ラ
イ

ン
プ

リ
ン

タ
1

台
0

台
0

台
1

台

８
イ

ン
チ

フ
ロ

ッ
ピ

装
置

1
台

0
台

0
台

1
台

磁
気

テ
ー

プ
装

置
1

台
0

台
0

台
1

台

Ｏ
Ｃ

Ｒ
1

台
0

台
0

台
1

台

ラ
ベ

リ
ン

グ
シ

ス
テ

ム
1

台
0

台
0

台
1

台

レ
ー

ザ
ー

プ
リ

ン
タ

3
台

0
台

0
台

3
台

無
停

電
装

置
1

式
0

式
0

式
1

式

バ
ー

ス
タ

ー
1

台
0

台
0

台
1

台

化
学

防
護

服
2

着
0

着
0

着
2

着

多
目

的
プ

リ
ン

タ
1

台
0

台
0

台
1

台

パ
ー

ソ
ナ

ル
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
ー

5
台

0
台

0
台

5
台

パ
ー

ソ
ナ

ル
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
ー

ソ
フ

ト
（
農

林
課

、
天

文
館

）
2

式
0

式
0

式
2

式

レ
イ

ヤ
３

ス
イ

ッ
チ

1
式

0
式

0
式

1
式

公
営

住
宅

電
算

シ
ス

テ
ム

1
式

0
式

0
式

1
式

レ
セ

プ
ト

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

（
診

療
所

）
4

式
0

式
0

式
4

式

コ
ク

ホ
ラ

イ
ン

シ
ス

テ
ム

1
式

0
式

0
式

1
式

Ｅ
Ｌ

－
Ｎ

Ｅ
Ｔ

受
信

局
シ

ス
テ

ム
2

式
0

式
0

式
2

式

児
童

扶
養

手
当

シ
ス

テ
ム

1
式

0
式

0
式

1
式

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

シ
ス

テ
ム

1
式

0
式

0
式

1
式

赤
外

線
補

聴
シ

ス
テ

ム
1

式
0

式
0

式
1

式

印
影

リ
ー

ダ
1

台
0

台
0

台
1

台

点
字

プ
リ

ン
タ

1
台

0
台

0
台

1
台

ビ
デ

オ
プ

ロ
ジ

ェ
ク

タ
1

台
0

台
0

台
1

台

マ
ル

チ
メ

デ
ィ

ア
プ

ロ
ジ

ェ
ク

タ
1
0

台
0

台
0

台
1
0

台

液
晶

プ
ロ

ジ
ェ

ク
タ

6
台

0
台

0
台

6
台

映
写

機
5
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0
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5

台
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Ｃ

Ｒ
カ

メ
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（
天

文
館
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0
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台
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ス

ト
ロ

カ
メ
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双
眼
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個

屈
折
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遠
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Ｖ
Ｔ

Ｒ
レ

コ
ー

ダ
ー

（
天

文
館

）
1

式
0

式
0

式
1

式

ビ
デ

オ
撮

影
シ

ス
テ

ム
（
天

文
館

）
1

式
0

式
0

式
1

式

ハ
イ

ビ
ジ

ョ
ン

ソ
フ

ト
（
天

文
館

）
2

式
0

式
0

式
2

式

リ
フ

ト
（
天

文
館

）
1

台
0

台
0

台
1

台

高
速

度
投

票
計

数
機

4
台

0
台

0
台

4
台

最
高

裁
国

民
審

査
投

票
読

取
集

計
機

2
台

0
台

0
台

2
台

自
動

式
投

票
用

紙
読

取
分

類
機

7
台

0
台

0
台

7
台

レ
ン

ト
ゲ

ン
2

台
0

台
0

台
2

台

歯
科

診
療

台
2

台
0

台
0

台
2

台

心
電

計
4

台
0

台
0

台
4

台

言
語

治
療

機
器

1
台

0
台

0
台

1
台

ヘ
ル

ス
ト

ロ
ン

1
台

0
台

0
台

1
台

自
動

式
心

マ
ッ

サ
ー

ジ
器

1
台

0
台

0
台

1
台

患
者

監
視

装
置

3
式

0
式

0
式

3
式

筋
力

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

機
器

2
式

0
式

0
式

2
式

生
活

見
直

し
機

器
1

式
0

式
0

式
1

式

超
音

波
骨

密
度

測
定

装
置

1
台

0
台

0
台

1
台

血
管

年
齢

測
定

器
1

台
0

台
0

台
1

台

電
動

鋸
1

台
0

台
0

台
1

台

小
型

旋
盤

1
台

0
台

0
台

1
台

芝
刈

り
機

（
ア

プ
ロ

ー
チ

モ
ア

）
　

（
二

王
公

園
）

1
台

0
台

0
台

1
台

乗
用

草
刈

機
1

台
0

台
0

台
1

台

樹
木

粉
砕

機
1

台
0

台
0

台
1

台

プ
レ

ハ
ブ

冷
蔵

庫
（
有

害
鳥

獣
一

時
保

管
用

）
2

台
0

台
0

台
2

台

車
載

式
小

型
簡

易
散

布
機

1
台

0
台

0
台

1
台

除
雪

機
1
2

台
0

台
0

台
1
2

台

散
粉

器
1

台
0

台
0

台
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台

ピ
ア

ノ
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グ
ラ

ン
ド

ピ
ア

ノ
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Ｔ
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ル
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バ
ス

ケ
ッ

ト
台

2
台

0
台

0
台

2
台

ス
ポ

ー
ツ

ト
ラ

ク
タ

ー
2

台
0

台
0

台
2

台

木
製

ア
ス

レ
チ

ッ
ク

1
式

0
式

0
式

1
式

ハ
イ

ス
ク

ー
ル

ジ
ム

1
式

0
式

0
式

1
式

総
合

遊
具

1
式

0
式

0
式

1
式

サ
ッ

カ
ー

ゴ
ー

ル
1

式
0

式
0

式
1

式

太
鼓

1
式

0
式

0
式

1
式

両
面

ポ
ー

ル
型

ソ
ー

ラ
ー

時
計

　
　

（
東

部
グ

ラ
ウ

ン
ド

）
1

台
0

台
0

台
1

台

舞
台

カ
ー

テ
ン

1
張

0
張

0
張

1
張

金
屏

風
1

枚
0

枚
0

枚
1

枚

ど
ん

張
5

張
0

張
0

張
5

張

丹
羽

国
綾

部
藩

領
古

絵
図

1
点

0
点

0
点

1
点

絵
画

9
点

0
点

0
点

9
点

つ
ぼ

1
個

0
個

0
個

1
個

文
壺

（
青

白
磁

堆
磁

線
文

壺
）

1
個

0
個

0
個

1
個

文
鉢

（
白

磁
堆

磁
線

文
鉢

）
1

個
0

個
0

個
1

個

綴
織

ど
ん

張
　

　
（
Ｉ・

Ｔ
ビ

ル
）

1
張

0
張

0
張

1
張

カ
ー

テ
ン

　
　

（
Ｉ・

Ｔ
ビ

ル
）

1
張

0
張

0
張

1
張

葬
祭

用
祭

壇
2

式
0

式
0

式
2

式

葬
祭

場
祭

壇
　

　
（
斎

場
）

2
式

0
式

0
式

2
式

講
演

台
1

個
0

個
0

個
1

個

花
瓶

（
青

銅
）

1
個

0
個

0
個

1
個

茶
道

具
1

式
0

式
0

式
1

式

飾
り

棚
　

（
Ｉ・

Ｔ
ビ

ル
）

1
個

0
個

0
個

1
個

書
架

　
（
図

書
館

）
4

個
0

個
0

個
4

個

カ
ウ

ン
タ

ー
　

（
図

書
館

）
1

個
0

個
0

個
1

個

カ
ウ

ン
タ

ー
整

理
棚

　
（
図

書
館

）
1

個
0

個
0

個
1

個

騒
音

振
動

レ
ベ

ル
処

理
機

1
台

0
台

0
台

1
台

自
動

計
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装
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養
液

栽
培

施
設

1
式

0
式

0
式

1
式

空
き

缶
圧

縮
機

1
台

0
台

0
台

1
台

廃
蛍

光
管

ク
ラ

ッ
シ

ャ
1

台
0

台
0

台
1

台

ペ
ッ

ト
ボ

ト
ル

減
容

機
1

台
0

台
0

台
1

台

食
器

消
毒

保
管

機
1
0

台
0

台
0

台
1
0

台

小
型

濾
過

装
置

　
　

（
防

災
）

1
台

0
台

0
台

1
台

冷
暖

兼
用

エ
ア

コ
ン

2
台

0
台

0
台

2
台

氷
温

専
用

庫
1

台
0

台
0

台
1

台

冷
凍

冷
蔵

庫
3

台
0

台
0

台
3

台

移
動

式
ト

イ
レ

7
基

0
基

0
基

7
基

ミ
シ

ン
4

台
0

台
0

台
4

台

ト
ラ

ク
タ

ー
7

台
0

台
0

台
7

台

田
植

機
2
1

台
0

台
0

台
2
1

台

コ
ン

バ
イ

ン
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2

台
0

台
0

台
1
2

台

真
空
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装

機
1
1

台
0

台
0

台
1
1

台

フ
ー

ド
ミ

キ
サ

ー
1

台
0

台
0

台
1

台

圧
力

釜
1

個
0

個
0

個
1

個

麹
ボ

ッ
ク

ス
1

台
0

台
0
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1

台

自
動

発
酵

機
1

台
0

台
0

台
1

台

ミ
ー

ト
チ

ョ
ッ

パ
ー

1
台

0
台

0
台

1
台

野
菜

カ
ッ

タ
ー

1
台

0
台

0
台

1
台

マ
ニ

ア
ス

プ
レ

ッ
タ

ー
2

台
0

台
0

台
2

台

食
器

洗
浄

機
4

式
0

式
0

式
4

式

自
動

餅
つ

き
機

1
台

0
台

0
台

1
台

水
気

耕
栽

培
ハ

イ
ポ

ニ
カ

1
式

0
式

0
式

1
式

灌
水

設
備

2
式

0
式

0
式

2
式

校
旗

2
台

0
台

0
台

2
台

自
動

券
売

機
1

台
0
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0
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1

台
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■令和４年９月末における財産、公債及び一時借入金の現在高

公債 （単位：円）

前 年 度 末 当 該 年 度 当 該 年 度 当 該 年 度

現 在 高 上 期 借 入 額 上 期 償 還 額 上 期 現 在 高

一 般 会 計 14,104,743,449 0 662,039,305 13,442,704,144

合 計 14,104,743,449 0 662,039,305 13,442,704,144

一時借入金 （単位：円）

当 該 年 度

上 期 現 在 高

一 般 会 計 0

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 0

介 護 保 険 特 別 会 計 0

会 計 区 分

会 計 区 分
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■令和４年９月末各税目毎の市税徴収状況

（単位：円）

区 分 節 予 算 額 調 定 額 収 入 額 未 収 入 額 収納率

現
年

1,295,421,000 1,360,878,580 645,674,900 715,203,680 47.45%

滞
納

9,196,000 23,695,673 2,797,302 20,898,371 11.81%

計 1,304,617,000 1,384,574,253 648,472,202 736,102,051 46.84%

現
年

268,558,000 213,320,000 209,578,542 3,741,458 98.25%

滞
納

1,010,000 2,012,400 348,571 1,663,829 17.32%

計 269,568,000 215,332,400 209,927,113 5,405,287 97.49%

現
年

2,367,930,000 2,499,639,300 1,760,915,332 738,723,968 70.45%

滞
納

6,963,000 27,341,465 3,675,387 23,666,078 13.44%

交 付 金
現
年

14,763,000 14,763,500 14,763,500 0 100.00%

計 2,389,656,000 2,541,744,265 1,779,354,219 762,390,046 70.01%

現
年

128,123,000 131,019,900 128,572,600 2,447,300 98.13%

滞
納

1,443,000 4,695,083 577,361 4,117,722 12.30%

環 境 性 能 割
現
年

11,688,000 4,932,500 4,932,500 0 100.00%

計 141,254,000 140,647,483 134,082,461 6,565,022 95.33%

市 た ば こ 税
現
年

207,351,000 110,890,268 110,869,302 20,966 99.98%

入 湯 税
現
年

450,000 288,750 288,750 0 100.00%

現
年

77,518,000 77,751,500 56,224,134 21,527,366 72.31%

滞
納

326,000 15,046,072 144,224 14,901,848 0.96%

計 77,844,000 92,797,572 56,368,358 36,429,214 60.74%

現
年

4,371,802,000 4,413,484,298 2,931,819,560 1,481,664,738 66.43%

滞
納

18,938,000 72,790,693 7,542,845 65,247,848 10.36%

計 4,390,740,000 4,486,274,991 2,939,362,405 1,546,912,586 65.52%

都 市 計 画 税

合 計

市 民 税 個 人

市 民 税 法 人

固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税
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■年度内における未予算化の事業及びその財源の見込み（主なもの）

（単位：千円）

国・府支出金 地 方 債 そ の 他

中 丹 地 域 有 害 鳥 獣 処 理 施 設 運 営 費 9,891 0 0 0 9,891

消 火 栓 設 置 負 担 金 5,982 0 0 0 5,982

事 業 名 事 業 費
特 定 財 源

一 般 財 源
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綾部市公告第９９号 

 

 動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定により、所有者の判明しない猫

の収容について通知を受けたので、次のとおり公告する。 

 

  令和４年１０月３日 

 

                       綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 捕獲日時  令和４年１０月２日 午前１０時 

２ 捕獲場所  綾部市物部町地内 

３ 動 物 種      猫 

４ 毛  色  茶、白 

５ 体  格  小 

６ 性  別  不明 

７ そ の 他  首輪等なし 

 

（注意）公告期間満了の日の翌日（令和４年１０月６日）までに引取りのないときは、 

処分されます。 

 

（連絡先）京都府中丹東保健所 

     電話番号０７７３－７５－１１５６ 

 

 

公　告
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綾部市公告第１００号 

 

 動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定により、所有者の判明しない猫

の収容について通知を受けたので、次のとおり公告する。 

 

  令和４年１０月３日 

 

                       綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 捕獲日時  令和４年１０月２日 午前１０時 

２ 捕獲場所  綾部市物部町地内 

３ 動 物 種      猫 

４ 毛  色  茶、白 

５ 体  格  小 

６ 性  別  不明 

７ そ の 他  首輪等なし 

 

（注意）公告期間満了の日の翌日（令和４年１０月６日）までに引取りのないときは、 

処分されます。 

 

（連絡先）京都府中丹東保健所 

     電話番号０７７３－７５－１１５６ 

 

 

公　告
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綾部市公告第１０１号 

 

 動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定により、所有者の判明しない猫

の収容について通知を受けたので、次のとおり公告する。 

 

  令和４年１０月３日 

 

                       綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 捕獲日時  令和４年１０月２日 午前１０時 

２ 捕獲場所  綾部市物部町地内 

３ 動 物 種      猫 

４ 毛  色  黒、白 

５ 体  格  小 

６ 性  別  不明 

７ そ の 他  首輪等なし。右後肢不全。 

 

（注意）公告期間満了の日の翌日（令和４年１０月６日）までに引取りのないときは、 

処分されます。 

 

（連絡先）京都府中丹東保健所 

     電話番号０７７３－７５－１１５６ 

 

 

公　告
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綾部市公告第１０２号 

 

 動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定により、所有者の判明しない猫

の収容について通知を受けたので、次のとおり公告する。 

 

  令和４年１０月３日 

 

                       綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 捕獲日時  令和４年１０月２日 午前１０時 

２ 捕獲場所  綾部市物部町地内 

３ 動 物 種      猫 

４ 毛  色  雉色 

５ 体  格  小 

６ 性  別  不明 

７ そ の 他  首輪等なし 

 

（注意）公告期間満了の日の翌日（令和４年１０月６日）までに引取りのないときは、 

処分されます。 

 

（連絡先）京都府中丹東保健所 

     電話番号０７７３－７５－１１５６ 

 

 

公　告
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綾部市公告第１０３号 
 
予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）附則第 7 条第 1 項に基づき、新型コロナウイルス感染症に係る予

防接種を実施するため、予防接種法施行令（昭和 23 年政令第 197 号）第 5 条の規定に基づき公告する。 
 
令和４年１０月３日 

綾部市長  山 崎 善 也  
 
１．接 種 実 施 期 間  令和４年１０月４日～令和５年３月３１日 
 
２．予 防 接 種 の 種 類   新型コロナウイルスワクチン 
 
３．対 象  初回接種（１，２回目） 

 綾部市に住所を有する５歳～１１歳のうち接種を希望する方 
               

追加接種（３回目） 
綾部市に住所を有する５歳～１１歳のうち初回接種の完了から５か月が

経過する方 
 
４．接 種 費 用  無料 
 
５．日程及び実施場所 

接種方法 日程 場 所 

集団接種 
１０月２２日（土） 

綾部市保健福祉センター １０月２３日（日） 
１１月１２日（土） 

個別接種 医療機関が指定する日 京都協立病院 
 
６．予防接種を受けるに当たって注意すべき事項 
    下記にあてはまる方はワクチンを接種することができない。 

・ 明らかに発熱している人（※１） 
・ 重い急性疾患にかかっている人 

  ・ ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※２）の既往がある人 
  ・ 上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態の人 
 （※１）明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指す。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて

発熱と判断させる場合はこの限りではない。 
（※２）アナフィラキシーや、全身性の皮膚、粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフ

ィラキシーを疑わせる複数の症状。 
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綾部市公告第１０４号 

 

下水道整備事業の公共下水道管渠築造（４－１）工事と水量水質安定的対策事業の公

共下水道関連配水管布設替（４－１）工事に係る入札参加資格について、次のとおりお知

らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の入札は電子入札

による公募型指名競争入札とします。 

 

令和４年１０月１１日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

１ 工事概要 

 （１）工事番号  第５０４ ８３号 

（２）工 事 名  公共下水道管渠築造（４－１）工事 

         公共下水道関連配水管布設替（４－１）工事 

 （３）工事場所  綾部市味方町（別添位置図参照） 

 （４）工事内容   本工事は、下水道整備事業に伴う下水管渠と水量水質安定的対策

事業に伴う配水管布設替を開削工法により整備するものです。工事

区間は幹線道路及び生活道路となっているため、歩行者・車両等の

通行確保、安全対策、環境対策には万全の配慮が必要です。 

 （５）工事概要  （管渠築造） 

            管渠工 ＶＵ２００ Ｌ＝３９０ｍ 

            管渠工 ＶＵ１５０ Ｌ＝９２ｍ 

            マンホール設置工 Ｎ＝１８基 

            汚水桝及び取付管工 Ｎ＝２７箇所 

（配水管布設替） 

            配水管布設工 ＤＣＩＰ（ＧＸ）φ１５０ Ｌ＝４２５ｍ 

            配水管布設工 ＤＣＩＰ（ＧＸ）φ７５  Ｌ＝８ｍ 

            給水戸数 Ｎ＝１５戸 

            消火栓設置工 Ｎ＝３基 

            仮設配水管工 一式 

 （６）予定工期  令和４年１１月１０日から 

令和５年 ３月３１日まで（１４２日間） 

 

２ 入札参加資格 

この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加申請に基づき、

本市が資格認定した者とします。 

（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ないものでないこと。 

（２）令和４年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿に土木工事のＡ１等級
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で登録されており、令和４年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体

業者であること。また、申請日時点において綾部市の指名停止又は市が締結する

契約等からの除外措置を受けていないこと。 

（３）建設業法第１５条の規定による特定建設業の許可を土木工事について受けてい

るものであること。 

（４）令和４年度の指名競争入札参加資格審査結果通知書で、土木工事の総合評点が

９００点以上であること。 

（５）土木工事に係る綾部市発注工事で、令和３年１月１日から令和３年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６５点に満たない評定を受けていないこ

と。  
（６）請負金額５，０００万円以上（合併発注や特命随契との合計額でも可）の土木

工事の施工実績を有していること。ただし、この施工実績は公共工事で申請者の

元請実績とし、民間工事や下請実績は認めません。また、この施工実績はコリン

ズ又は請負契約書などで確認できること。 

（７）土木工事に係る技術者を、監理技術者として工事現場に専任で配置し得ること。 

（８）配置予定とする現場代理人の技術資格・工事経験については問わないが、現場

代理人、監理技術者は、申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であるこ

と。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この公募型指名競争入札参加

申請書の申請日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 

（９）各営業所における専任の技術者は、本工事の監理技術者にはなれません。 

 

３ 提出書類 

 （１）公募型指名競争入札参加申請書 

   ・電子入札システムから公募型指名競争入札参加申請書を提出すること。ただし、

紙入札希望業者は、「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「公募

型指名競争入札参加申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提出す

ること。 

 （２）技術資料及び資格者証等の写し 

   ・電子入札システムで、公募型指名競争入札参加申請書の添付資料に技術資料及

び資格者証の写しを添付して提出すること。添付するファイルの形式及び容量

については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 

紙入札希望業者は、（１）の承諾願及び申請書とともに「技術資料」（別記様式―

３）及び資格者証の写しを監理課へ持参により提出すること。 

   ・「同種工事又は類似工事の施工実績」には、２（６）に該当する工事を記載し、

資料としてコリンズ又は請負契約書の写し及び工事内容の確認できる資料を添

付すること。（コリンズを添付する場合は請負契約書等の写しは不要とします。） 

   ・「当該工事に配置予定の現場代理人、監理技術者の資格」には、それぞれ配置予

定者について記載することとし、監理技術者の法令による免許欄には、２（７）

に該当する技術資格を記載し、資料として技術者証の写しを添付すること。 
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   ・２（８）を確認する資料として、所属建設業者と直接的な雇用の確認ができる

書類を添付すること。 

 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加申請書の受付 

 （１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和４年１０月１１日（火）午前９時から 

   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者は

事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監理課

契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は５，３８０円です。 

（２）入札参加申請書の受付 

  ①期間  令和４年１０月１４日（金）午前９時から午後６時まで 

       令和４年１０月１７日（月）午前９時から正午まで 

       ただし、紙入札希望業者の提出で１０月１４日については午前９時か

ら正午までと午後１時から午後５時までとします。 

  ②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 

 

５ 入札参加者への通知 

 （１）入札通知書及び非指名通知書については、令和４年１０月中旬に電子入札シス

テムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 

 （２）非指名通知書を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面により

非指名理由についての説明を求めることができます。 

 

６ 設計図書等に関する質疑の受付及び回答 

   ①期間  令和４年１０月２１日（金）から 

        令和４年１０月２４日（月）正午まで 

   ②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の提

出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによることとし

ますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時から午

後５時（最終日は正午）までとします。 

   ③対象  指名業者の「質疑書」のみ受け付けます。 

   ④回答  令和４年１０月２６日（水）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにファ

ックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行いま

せん。 

７ 入札期間及び開札の日時 

 （１）入札期間 
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   ①期間  令和４年１１月１日（火）午前９時から午後６時まで 

        令和４年１１月２日（水）午前９時から午後２時まで 

       ただし、紙入札者の提出は１１月１日の午前９時から正午までと午後

１時から午後５時までと、１１月２日の午前９時から正午までと午後１

時から午後２時までとします。 

  ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容量

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によるこ

と。 

ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法に

ついては、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項によ

ること。 

 （２）開札の日時 

        令和４年１１月４日（金）午前９時３０分 

 

８ 入札保証金 

   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 

 

９ 落札者の決定方法 

   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって入札した者を落札者とします。 

   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 

 

10 入札の無効 

   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとしま

す。 

 

11 郵送による入札の可否 

   郵送による入札は認めません。 

 

12 その他 

 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札通知までは受け付けません。 

 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 

 （３）入札通知後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システムへの入

札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
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 （４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 

 （５）配置予定の現場代理人、監理技術者が、他の工事の受注等により配置できない

と認められる場合は、本件の入札を無効とします。 

 （６）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取扱

うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 

（７）本案件は、下水管渠工事と配水管布設替工事を合併して発注するものですが、

契約については、２件に分けて契約するものとします。  
 

13 問い合わせ先 

   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 

   郵便番号 ６２３－８５０１ 

   所 在 地 京都府綾部市若竹町８－１ 

        綾部市役所本庁東３階 

  電話番号 ０７７３－４２－４２７６（直通） 

  ＦＡＸ番号 ０７７３－４２－４４０６（代表） 

  Ｅ‐mail kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１  

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                          
 
２ 工 事 名                          
 
３ 場  所                          
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由  
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上

記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式

での参加を承諾いただきますようお願いいたします。  
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様  
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様式－２ 

 

公募型指名競争入札参加申請書 
 

令和  年  月  日 

 

 綾部市長 山 崎 善 也  様 

 

 

住 所                

商号又は名称                

代 表 者 氏 名             ㊞  

 

電 話 番 号                

Ｆ Ａ Ｘ 番 号                

 

 

 下記工事の建設工事請負契約に係る公募型指名競争入札に参加を希望したく、

添付書類を添えて提出します。 

 なお、本申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓

約します。 

 

記  
 

   工事番号   

   工 事 名   
   工事場所   

   添付書類  技術資料（添付資料及び資格者証等を含む） 
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様式－３ 

 

 

 

技 術 資 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 所                

名 称                
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１ 同種工事又は類似工事の施工実績 

 

工

事

名

称

等 

工事名称    

発注機関名   

施工場所    

契約金額    

工 期 年 月～   年 月 年 月～   年 月 

受注形態等 単体／ＪＶ（出資比率  ％） 単体／ＪＶ（出資比率  ％） 

工 事 概 要 等 

  

  

  

  

  

  

  

技術的特記事項 
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２ 当該工事に配置予定の現場代理人、監理技術者の資格 

 

区   分 現 場 代 理 人 監 理 技 術 者 

従 事 予 定 者 名   

所 属 会 社 名   

生年月日（年齢）   

最 終 学 歴    

法令による免許  

（取得年月日）  

（ 登 録 番 号 ） 

  

  

  

現
在
の
受
持
工
事 

工 事 名   

施工場所    

工 期    年 月～   年 月    年 月～   年 月 

従事役職    

重複する  

場 合 の 

対応措置  

  

  

  

 

区   分 現 場 代 理 人 監 理 技 術 者 

従 事 予 定 者 名   

所 属 会 社 名   

生年月日（年齢）   

最 終 学 歴    

法令による免許  

（取得年月日）  

（ 登 録 番 号 ） 

  

  

  

現
在
の
受
持
工
事 

工 事 名   

施工場所    

工 期    年 月～   年 月    年 月～   年 月 

従事役職    

重複する  

場 合 の 

対応措置  
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綾部市公告第１０５号 
 

道路整備事業、市道片山村中２号線改良工事に係る入札参加資格について、次のとお

りお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の入札は

電子入札による条件付一般競争入札（取り抜け方式）とします。 

 
令和４年１０月１１日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０４ ８４号 
（２）工 事 名   市道片山村中２号線改良工事 

（３）工事場所   綾部市八津合町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   Ｌ＝２３ｍ Ｗ＝２．５～２．７ｍ 
           植生マット工 Ａ＝２４㎡ 
           コンクリート吹付工 Ａ＝３２５㎡ 
           側溝工 Ｌ＝１８ｍ 
（５）予定工期   令和４年１１月１０日から 
          令和５年 ３月１９日まで（１３０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和４年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で土木工事のＢ等級で

登録されており、令和４年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外

措置を受けていないこと。 
（３）土木工事に係る綾部市発注工事で、令和３年１月１日から令和３年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一
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般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和４年１０月１１日（火）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は５８０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和４年１０月１４日（金）午前９時から午後６時まで 
        令和４年１０月１７日（月）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で１０月１４日については午前９時か

ら正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和４年１０月中旬に電子入札

システムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 
①期間  令和４年１０月２１日（金）から 
     令和４年１０月２４日（月）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和４年１０月２６日（水）午後５時までに京都府入札情報公開シス
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テムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までに

ファックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は

行いません。 
 

７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和４年１１月１日（火）午前９時から午後６時まで 

        令和４年１１月２日（水）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は１１月１日の午前９時から正午までと午後

１時から午後５時までと、１１月２日の午前９時から正午までと午後

１時から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和４年１１月４日（金）午前９時５０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
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12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
（６）本工事は、次のとおり綾部市建設工事の競争入札における「取り抜け方式」の

対象工事とします。 

（取り抜け方式の適用工事） 

 対象工事番号及び工事名 落札決定順位 備 考 

第５０４ ８４号 

市道片山村中２号線改良工事 
１ 本案件 

第５０４ ８５号 

上杉町防火水槽新設工事 
２  

 
13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 土木工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が３，５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 

公　告

110



 

公　告

111



綾部市公告第１０６号 
 

防災基盤整備事業、上杉町防火水槽新設工事に係る入札参加資格について、次のとお

りお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の入札は

電子入札による条件付一般競争入札（取り抜け方式）とします。 

 
令和４年１０月１１日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０４ ８５号 
（２）工 事 名   上杉町防火水槽新設工事 

（３）工事場所   綾部市上杉町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   コンクリート防火水槽新設（無蓋４０㎥） Ｎ＝１基 
          標識版設置 Ｎ＝１基 
          擁壁工 Ｌ＝１０．０ｍ 
（５）予定工期   令和４年１１月１０日から 
          令和５年 ２月２７日まで（１１０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和４年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で土木工事のＢ等級で

登録されており、令和４年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外

措置を受けていないこと。 
（３）土木工事に係る綾部市発注工事で、令和３年１月１日から令和３年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提
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出すること。 
（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和４年１０月１１日（火）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は５５０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和４年１０月１４日（金）午前９時から午後６時まで 
        令和４年１０月１７日（月）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で１０月１４日については午前９時か

ら正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和４年１０月中旬に電子入札

システムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 
①期間  令和４年１０月２１日（金）から 
     令和４年１０月２４日（月）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和４年１０月２６日（水）午後５時までに京都府入札情報公開シス

テムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までに
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ファックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は

行いません。 
 

７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和４年１１月１日（火）午前９時から午後６時まで 

        令和４年１１月２日（水）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は１１月１日の午前９時から正午までと午後

１時から午後５時までと、１１月２日の午前９時から正午までと午後

１時から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和４年１１月４日（金）午前１０時１０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
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12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
（６）本工事は、次のとおり綾部市建設工事の競争入札における「取り抜け方式」の

対象工事とします。 

（取り抜け方式の適用工事） 

 対象工事番号及び工事名 落札決定順位 備 考 

第５０４ ８４号 

市道片山村中２号線改良工事 
１  

第５０４ ８５号 

上杉町防火水槽新設工事 
２ 本案件 

 
13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 土木工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が３，５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第１０７号 
 

庁舎改修整備事業、本庁舎地階改修工事（建築本体工事）に係る入札参加資格につい

て、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この

工事の入札は電子入札による条件付一般競争入札（取り抜け方式）とします。 

 
令和４年１０月１１日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０４ ８７号 
（２）工 事 名   本庁舎地階改修工事（建築本体工事） 

（３）工事場所   綾部市若竹町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   綾部市役所本庁舎地階改修 

改修面積 約３４２㎡ 
内装改修工事、機械設備工事、電気設備工事 
上記のうち 建築工事、給排水設備工事 一式 

（５）予定工期   令和４年１１月１０日から 
          令和５年 ３月２９日まで（１４０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和４年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で建築工事のＢ等級で

登録されており、令和４年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外

措置を受けていないこと。 
（３）建築工事に係る綾部市発注工事で、令和３年１月１日から令和３年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一
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般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和４年１０月１１日（火）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は４７０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和４年１０月１４日（金）午前９時から午後６時まで 
        令和４年１０月１７日（月）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で１０月１４日については午前９時か

ら正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和４年１０月中旬に電子入札

システムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 
６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  令和４年１０月２１日（金）から 
     令和４年１０月２４日（月）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和４年１０月２６日（水）午後５時までに京都府入札情報公開シス
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テムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までに

ファックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は

行いません。 
 

７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和４年１１月１日（火）午前９時から午後６時まで 

        令和４年１１月２日（水）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は１１月１日の午前９時から正午までと午後

１時から午後５時までと、１１月２日の午前９時から正午までと午後

１時から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和４年１１月４日（金）午前１０時３０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
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12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
（６）本工事は、次のとおり綾部市建設工事の競争入札における「取り抜け方式」の

対象工事とします。 

（取り抜け方式の適用工事） 

 対象工事番号及び工事名 落札決定順位 備 考 

第５０４ ８７号 

本庁舎地階改修工事（建築本体工事） 
１ 本案件 

第５０４ ８８号 

総合運動公園体育館トイレ改修工事 
２  

 
13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 建築工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が７，０００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が７，０００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が７，０００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が７，０００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第１０８号 
 

総合運動公園改修事業、総合運動公園体育館トイレ改修工事に係る入札参加資格につ

いて、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、こ

の工事の入札は電子入札による条件付一般競争入札（取り抜け方式）とします。 

 
令和４年１０月１１日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０４ ８８号 
（２）工 事 名   総合運動公園体育館トイレ改修工事 

（３）工事場所   綾部市上杉町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   第１・第２体育館トイレ改修 

和式便器を洋式便器化 １４台 
普通便座を洗浄便座化 １台 
小便器洗浄弁を自動洗浄システム化 １０個 
便座クリーナー用ディスペンサー設置 １５台 

（５）予定工期   令和４年１１月１０日から 
          令和５年 ３月２９日まで（１４０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和４年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で建築工事のＢ等級で

登録されており、令和４年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外

措置を受けていないこと。 
（３）建築工事に係る綾部市発注工事で、令和３年１月１日から令和３年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ
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し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和４年１０月１１日（火）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は３２０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和４年１０月１４日（金）午前９時から午後６時まで 
        令和４年１０月１７日（月）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で１０月１４日については午前９時か

ら正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和４年１０月中旬に電子入札

システムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 
６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  令和４年１０月２１日（金）から 
     令和４年１０月２４日（月）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
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④回答  令和４年１０月２６日（水）午後５時までに京都府入札情報公開シス

テムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までに

ファックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は

行いません。 
 

７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和４年１１月１日（火）午前９時から午後６時まで 

        令和４年１１月２日（水）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は１１月１日の午前９時から正午までと午後

１時から午後５時までと、１１月２日の午前９時から正午までと午後

１時から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和４年１１月４日（金）午前１０時５０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
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11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
 
12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
（６）本工事は、次のとおり綾部市建設工事の競争入札における「取り抜け方式」の

対象工事とします。 

（取り抜け方式の適用工事） 

 対象工事番号及び工事名 落札決定順位 備 考 

第５０４ ８７号 

本庁舎地階改修工事（建築本体工事） 
１  

第５０４ ８８号 

総合運動公園体育館トイレ改修工事 
２ 本案件 

 
13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 建築工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が７，０００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が７，０００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が７，０００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が７，０００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第１０９号 
 

庁舎改修整備事業、本庁舎地階改修工事（電気設備工事）に係る入札参加資格につい

て、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この

工事の入札は電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 
令和４年１０月１１日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０４ ８９号 
（２）工 事 名   本庁舎地階改修工事（電気設備工事） 

（３）工事場所   綾部市若竹町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   綾部市役所本庁舎地階改修 

改修面積 約３４２㎡ 
内装改修工事、機械設備工事、電気設備工事 
上記のうち 電気設備工事、空調設備工事 一式 

（５）予定工期   令和４年１１月１０日から 
          令和５年 ３月２９日まで（１４０日間） 
 

２ 入札参加資格 
  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和４年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で電気工事のＡ等級

又はＢ等級で登録されており、令和４年４月１日以降継続して綾部市内に本店

を有する単体業者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する

契約等からの除外措置を受けていないこと。 
（３）電気工事に係る綾部市発注工事で、令和３年１月１日から令和３年１２月３

１日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていな

いこと。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置

できること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参

加資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一
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般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和４年１０月１１日（火）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は４２０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和４年１０月１４日（金）午前９時から午後６時まで 
        令和４年１０月１７日（月）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で１０月１４日については午前９時か

ら正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和４年１０月中旬に電子入札

システムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 
①期間  令和４年１０月２１日（金）から 
     令和４年１０月２４日（月）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和４年１０月２６日（水）午後５時までに京都府入札情報公開シス
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テムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までに

ファックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は

行いません。 
 

７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和４年１１月１日（火）午前９時から午後６時まで 

        令和４年１１月２日（水）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出１１月１日の午前９時から正午までと午後１

時から午後５時までと、１１月２日の午前９時から正午までと午後１

時から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和４年１１月４日（金）午前１１時１０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
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12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 

公　告

145

mailto:kanri@city.ayabe.lg.jp


様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 電気工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が３，５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第１１０号  

公  告  

 

下記森林について、森林経営管理法第１１条の規定により公告する。  

 

令和４年１０月１１日  

綾部市長 山 崎 善 也    

 

記  

 

１ 森林の所在等  
番号  所在・地番  林班・小班  地目  面積 (ha) 

①  睦寄町石井８００３番 ２９３ 山林 ０．３３  

 

２ この公告は、別添の経営管理権集積計画を定めようとするにあたり、上記の森林の森

林所有者の一部を確知できないことから行うものである。  

 

３ 上記森林について、別添の経営管理権集積計画の定めるところにより、綾部市が経営

管理権の設定を、森林所有者が経営管理受益権の設定を受ける。  

 

４ 経営管理権に基づき、当該森林について  

（１）森林経営管理法第３３条第１項の規定による市町村森林経営管理事業の実施による

経営管理  

（２）森林経営管理法第３５条第１項に規定された経営管理実施権配分計画による経営管

理実施権の設定及び当該経営管理実施権に基づく民間事業者による経営管理  

 のいずれかが行われる。  
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５ 当該森林に係る経営管理権集積計画の内容  

番 

号 

始 

期 

存
続
期
間 

経 営 管 理 権 に 基 づ

い て 行 わ れ る 経 営

管理の内容 

販売収益から伐採等に要す

る経費を控除してなお利益

がある場合において森林所

有者に支払われるべき金銭

の額の算定方法並びに当該

金銭の支払の時期、相手方

及び方法 

存続期間の満了時

及び委託が解除さ

れたものとみなさ

れた時における清

算の方法 

備考 

①  

別添集

積計画

の公告

日以降 

2026 

5/31 

森林の多面的機能

を発揮させるため、綾

部市森林整備計画に

基づき、存続期間中に

間伐または除伐を 1

回以上実施する。 

 なお、伐採は林分・

林地の状態を把握し

たうえで、生物多様性

及び山地崩壊等の災

害リスクに配慮し実施

するものとする。 

 搬出を伴わない間伐を実

施するため、市からから森

林所有者に対して、金銭の

支払いは行わない。   

 搬出を伴わない

間伐を実施するた

め、市からから森

林所有者に対し

て、金銭の精算は

発生せず、立木の

所有権は所有者に

帰属するものとす

る。  

 

 

６ 上記の森林の森林所有者は、この公告の日から起算して６月以内に、申出書に当該森

林についての権原を証する書類を添えて綾部市に申し出て、経営管理権集積計画又は当

該公告に掲げる３、４、５の事項について異議を述べることができる。  

 

７ この公告があった日から起算して６か月以内に森林所有者から申出がなかった場合に

は、別添の経営管理権集積計画に同意したとみなされる。  

 

（備考）  

１ 当該森林について定めることとする経営管理権集積計画を併せて公告すること。  

 

公　告

153



１
　
個

別
事

項 大
　
字

字
地

　
番

1
睦

寄
町

石
井

8
0
0
3
番

2
9
3

い
山

林
0
.3

3
ス

ギ
5
8

6
4

　
該

当
な

し
。

　
搬

出
を

伴
わ

な
い

間
伐

を
実

施
す

る
た

め
、
乙

か
ら

甲
に

対
し

て
、
金

銭
の

支
払

い
は

行
わ

な
い

。

現
況

樹
種

現
況

林
齢

2
0
2
1
/
8
/
1

2
0
2
6
/
5
/
3
1

　
乙

は
森

林
の

多
面

的
機

能
を

発
揮

さ
せ

る
た

め
、
綾

部
市

森
林

整
備

計
画

に
基

づ
き

、
存

続
期

間
中

に
間

伐
ま

た
は

除
伐

を
1
回

以
上

実
施

す
る

。
　
伐

採
は

林
分

・林
地

の
状

態
を

把
握

し
た

う
え

で
、
生

物
多

様
性

及
び

山
地

崩
壊

等
の

災
害

リ
ス

ク
に

配
慮

し
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。

面
積

（h
a）

（
住

所
又

は
所

在
地

）

乙
が

経
営

管
理

権
の

設
定

を
受

け
る

森
林

（A
)

経
営

管
理

権
の

始
期

経
営

管
理

権
の

存
続

期
間

(終
期

)
(B

)

経
営

管
理

権
に

基
づ

い
て

行
わ

れ
る

経
営

管
理

の
内

容
（
C
)

木
材

の
販

売
に

よ
る

収
益

か
ら

伐
採

等
に

要
す

る
経

費
を

控
除

し
て

な
お

利
益

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
甲

に
支

払
わ

れ
る

べ
き

金
銭

(D
)

の
額

の
算

定
方

法

乙
が

甲
に

D
を

支
払

う
べ

き
時

期
、
相

手
方

及
び

方
法

備
考

番
号

所
　

　
　

在
林

班
小

班
地

目経
　
　

営
　
　
管

　
　

理
　
　

権
　
　
集

　
　

積
　
　

計
　
　

画

整
理

番
号

集
0
2
-
0
1
1

経
営

管
理

権
の

設
定

を
受

け
る

市
町

村
（
乙

）

（
名

　
称

）
（
所

在
地

）

　
　

綾
部

市
長

　
　

山
　

崎
　

善
　

也
　

　
京

都
府

綾
部

市
若

竹
町

８
番

地
の

１

経
営

管
理

権
を

設
定

す
る

森
林

の
森

林
所

有
者

（
甲

）

（
氏

名
又

は
名

称
）

公　告

154



大
　
字

字
地

　
番

1
睦

寄
町

石
井

8
0
0
3
番

2
9
3

い
山

林
0
.3

3
ス

ギ
5
8

6
4

こ
の

計
画

に
同

意
す

る
。

権
利

の
設

定
を

受
け

る
市

町
村

（
乙

）
住

　
　

　
所

　
（
同

上
）

氏
名

　
　

綾
部

市
長

　
　

山
　
崎

　
善

　
也

印

権
利

を
設

定
す

る
森

林
の

森
林

所
有

者
（
甲

）
住

　
　

　
所

　
（
同

上
）

氏
名

森
林

所
有

者
（
甲

）
の

相
続

権
利

者
住

　
　

　
所

氏
名

印

（
１

）
　

こ
の

個
別

事
項

は
、

経
営

管
理

権
を

設
定

す
る

者
が

異
な

る
場

合
に

は
、

別
葉

と
す

る
こ

と
。

（
２

）
　

共
有

者
不

明
森

林
又

は
所

有
者

不
明

森
林

に
係

る
特

例
に

よ
り
定

め
る

場
合

は
、
特

例
手

続
に

よ
り
定

め
た

旨
が

分
か

る
書

類
を

添
付

す
る

こ
と

。
ま

た
、
森

林
所

有
者

が
変

更
と

な
っ

た

場
合

は
、
新

た
な

森
林

所
有

者
と

元
の

森
林

所
有

者
の

氏
名

、
住

所
が

記
載

さ
れ

た
書

類
を

添
付

す
る

こ
と

。

（
３

）
　

（
A

)欄
の

「
面

積
」
は

林
地

台
帳

に
記

載
さ

れ
た

地
番

ご
と

の
面

積
を

記
載

す
る

こ
と

と
し

、
林

地
台

帳
に

記
載

さ
れ

た
面

積
が

著
し

く
事

実
と

相
違

す
る

場
合

に
は

、
実

測
面

積
を

（
　

）
書

き

で
下

段
に

２
段

書
き

に
す

る
。

な
お

、
当

該
経

営
管

理
権

集
積

計
画

の
対

象
森

林
の

場
所

を
示

す
図

面
を

添
付

す
る

こ
と

と
し

、
１

筆
の

一
部

に
つ

い
て

経
営

管
理

権
が

設
定

さ
れ

る
場

合
に

は
当

該
部

分
を

特
定

す
る

こ
と

の
で

き
る

図
面

を
添

付
す

る
と

と
も

に
、
備

考
欄

に
そ

の
旨

を
記

載
す

る
こ

と
。

（
４

）
　

（
A

)欄
の

「
現

況
樹

種
」
及

び
「
現

況
林

齢
」
は

森
林

簿
に

記
載

さ
れ

た
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

と
し

、
森

林
簿

と
異

な
る

場
合

は
（
　

）
書

き
で

下
段

に
２

段
書

き
に

す
る

こ
と

。

（
５

）
　

（
B
)欄

は
、

「
〇

年
」
又

は
「
〇

〇
年

〇
〇

月
〇

〇
日

ま
で

」
と

記
載

す
る

こ
と

。

　
（
記

載
注

意
）

権
原

の
種

類
同

意
印

乙
が

経
営

管
理

権
の

設
定

を
受

け
る

森
林

（A
)

経
営

管
理

権
を

設
定

す
る

森
林

の
甲

以
外

の
権

原
者

（E
)

備
考

番
号

所
　

　
　

在
林

班
小

班
地

目
面

積
（h

a）
現

況
樹

種
現

況
林

齢
住

所
又

は
所

在
地

氏
名

又
は

名
称
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（
９

）
 
損

害
の

賠
償

 

①
 
乙

は
、
乙

の
責

め
に

帰
す

べ
き

事
由

に
よ

っ
て

甲
に

不
利

益
を

生
じ

さ
せ

た
と

き
に

は
、
そ

の
不

利
益

に
相

当
す

る
額

を
支

払
う

も
の

と
す

る
。
 

②
 
乙

の
責

め
に

帰
す

こ
と

の
で

き
な

い
事

由
に

よ
っ

て
甲

に
不

利
益

が
生

じ
た

と
き

は
、
乙

は
損

害
賠

償
責

任
を

負
わ

な
い

。
 

（
1
0
）
経

営
管

理
権

の
存

続
期

間
の

満
了

時
及

び
消

滅
時

に
お

け
る

清
算

の
方

法
 

経
営

管
理

権
の

存
続

期
間

の
満

了
し

た
場

合
に

お
い

て
、

甲
と

乙
と

の
間

で
金

銭
の

支
払

は
生

じ
な

い
と

と
も

に
、
立

木
の

所
有

権
は

甲
に

帰
属

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
1
1
）
甲

の
通

知
及

び
届

出
 

①
 

甲
は

、
当

該
森

林
に

つ
い

て
、
第

三
者

に
権

利
を

移
転

若
し

く
は

設
定

す
る

場
合

に
は

、
あ

ら
か

じ
め

乙
に

そ
の

旨
を

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

②
 

甲
及

び
甲

の
相

続
人

又
は

受
遺

者
は

、
当

該
森

林
に

つ
い

て
権

利
の

喪
失

が
あ

っ
た

場
合

、
甲

が
住

所
又

は
名

称
を

変
更

し
た

場
合

、
甲

が
死

亡
し

た
場

合
そ

の
他

当
該

経
営

管
理

権
 

集
積

計
画

を
変

更
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

は
遅

延
な

く
乙

に
申

し
出

る
も

の
と

す
る

。
 

（
1
2
）
そ

の
他

 

こ
の

経
営

管
理

権
集

積
計

画
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
経

営
管

理
権

集
積

計
画

に
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
甲

、
乙

が
協

議
し

て
定

め
る

。
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２
 
共

通
事

項
 

こ
の

経
営

管
理

権
集

積
計

画
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
設

定
さ

れ
る

経
営

管
理

権
及

び
経

営
管

理
受

益
権

は
、

１
の

個
別

事
項

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

（
１

）  
経

営
管

理
権

に
基

づ
い

て
行

わ
れ

る
経

営
管

理
の

内
容

 

乙
は

、
１
の

個
別

事
項

に
記

載
さ

れ
た

森
林

（
以

下
「当

該
森

林
」
と

い
う

。
）
の

経
営

管
理

の
た

め
、
１

の
個

別
事

項
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
保

育
間

伐
事

業
を

実
施

す
る

こ
と

。
 

（
２

）  
受

託
者

の
義

務
 

乙
は

、
自

己
の

財
産

に
対

す
る

の
と

同
一

の
注

意
義

務
を

も
っ

て
経

営
管

理
を

行
う
義

務
を

負
う
。

 

（
３

）  
経

営
管

理
権

の
対

象
と

す
る

森
林

 

当
該

森
林

に
あ

る
立

木
竹

は
、
甲

に
帰

属
す

る
。
 

（
４

）  
経

営
管

理
権

及
び

経
営

管
理

受
益

権
 

こ
の

経
営

管
理

権
集

積
計

画
の

公
告

に
よ

り
、
乙

に
経

営
管

理
権

が
、
甲

に
経

営
管

理
受

益
権

が
、
そ

れ
ぞ

れ
設

定
さ

れ
る

。
 

乙
に

設
定

さ
れ

た
経

営
管

理
権

は
、

こ
の

公
告

の
後

に
お

い
て

当
該

森
林

の
森

林
所

有
者

と
な

っ
た

者
（
国

そ
の

他
の

森
林

経
営

管
理

法
施

行
規

則
に

定
め

ら
れ

た
者

を
除

く
。

）
に

対
し

て
も

、

そ
の

効
力

が
あ

る
も

の
と

す
る

。
 

（
５

）  
租

税
公

課
の

負
担

 

甲
は

、
経

営
管

理
権

の
目

的
物

に
対

す
る

固
定

資
産

税
そ

の
他

の
租

税
を

負
担

す
る

。
 

（
６

）  
経

営
管

理
権

の
設

定
等

の
条

件
 

①
 

 
乙

は
、

甲
が

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、
こ

の
経

営
管

理
権

集
積

計
画

の
う
ち

当
該

森
林

に
係

る
部

分
を

取
り
消

す
こ

と
が

で
き

る
。
 

ア
 
甲

が
偽

り
そ

の
他

不
正

な
手

段
に

よ
り
乙

に
経

営
管

理
権

集
積

計
画

を
定

め
さ

せ
た

こ
と

が
判

明
し

た
場

合
 

イ
 

甲
が

当
該

森
林

に
係

る
権

原
を

有
し

な
く
な

っ
た

場
合

 

②
 

 
乙

は
、

災
害

そ
の

他
の

事
由

に
よ

り
当

該
森

林
に

お
い

て
（
１

）
に

掲
げ

る
事

項
を

実
施

す
る

こ
と

が
著

し
く
困

難
と

な
っ

た
と

き
は

、
気

象
災

等
に

よ
り
被

害
が

発
生

し
て

（
８

）
に

よ
り
復

旧
を

行

う
場

合
を

除
き

、
こ

の
経

営
管

理
権

集
積

計
画

の
う
ち

当
該

森
林

に
係

る
部

分
を

取
り
消

す
こ

と
が

で
き

る
。
 

③
 

甲
は

、
１

の
個

別
事

項
に

定
め

る
経

営
管

理
権

の
存

続
期

間
の

中
途

に
お

い
て

解
約

し
よ

う
と

す
る

場
合

は
、
乙

の
同

意
を

得
る

も
の

と
す

る
。
 

④
 

甲
及

び
乙

は
、
こ

の
経

営
管

理
権

集
積

計
画

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り
設

定
さ

れ
る

経
営

管
理

権
に

関
す

る
事

項
は

変
更

し
な

い
も

の
と

す
る

。
 

（
７

）  
森

林
へ

の
立

入
り
等

 

①
 

 
乙

は
、

（
１
）
、

（８
）
に

掲
げ

る
事

項
の

実
施

の
た

め
必

要
が

あ
る

と
き

は
、
当

該
森

林
に

随
時

立
ち

入
り
、
若

し
く
は

乙
以

外
の

者
を

立
ち

入
ら

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

②
 

 
乙

は
、

当
該

森
林

の
立

木
が

第
三

者
に

対
し

て
損

害
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
で

あ
っ

て
、
か

つ
第

三
者

か
ら

当
該

立
木

に
つ

い
て

除
去

等
を

行
い

た
い

旨
の

申
出

が
あ

る

場
合

に
は

、
第

三
者

が
当

該
立

木
に

つ
い

て
除

去
等

を
行

う
こ

と
を

認
め

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

（
８

）
 
災

害
等

に
よ

る
経

営
又

は
管

理
の

不
実

施
 

次
に

掲
げ

る
場

合
に

お
い

て
、

（１
）
に

掲
げ

る
事

項
を

実
施

す
る

予
定

の
森

林
に

つ
い

て
（
１

）に
掲

げ
る

事
項

を
実

施
す

る
こ

と
が

不
可

能
又

は
不

適
当

に
な

っ
た

と
き

は
、
乙

は
、
当

該
事

項
の

一
部

又
は

全
部

を
実

施
し

な
い

こ
と

が
で

き
る

。
 

①
 

 
災

害
そ

の
他

の
原

因
に

よ
り
当

該
森

林
の

全
部

又
は

一
部

が
損

壊
し

た
と

き
 

②
 

 
路

網
の

損
壊

等
に

よ
り
当

該
森

林
へ

の
到

達
が

困
難

と
な

っ
た

と
き

 

③
 

 
当

該
森

林
の

土
地

が
公

用
、
公

共
用

又
は

公
益

事
業

の
用

に
供

さ
れ

る
と

き
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綾部市公告１１１号 

 

 第１０次綾部市高齢者保健福祉計画策定支援業務に関する公募型プロポーザルの実施に

ついて、次のとおりお知らせしますので、参加希望者は企画提案書等を提出してください。 

 

  令和４年１１月１４日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

本市の第１０次綾部市高齢者保健福祉計画策定支援業務について、委託業者の選定にあ

たり別添「第１０次綾部市高齢者保健福祉計画策定支援業務に関する公募型プロポーザル

実施要領」に基づき実施します。 
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第１０次綾部市高齢者保健福祉計画策定 

支援業務に関する公募型プロポーザル 

実施要領 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年１０月 

 

綾部市福祉保健部高齢者支援課 
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１ 趣旨・目的 

この実施要領（以下「要領」という。）は、綾部市（以下「本市」という。）が

発注する第１０次綾部市高齢者保健福祉計画策定支援業務に関し、公募型プロポー

ザル方式により受託者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

第１０次綾部市高齢者保健福祉計画策定支援業務  

（２）業務内容 

別添１｢第１０次綾部市高齢者保健福祉計画策定支援業務基本仕様書｣のとおり 

（３）業務期間 

契約締結日から令和６年３月３１日まで（２か年） 

（４）委託料上限額 

６，５８５，０００円(消費税及び地方消費税を含む。) 

内訳 令和４年度業務 ２，５８５，０００円 

   令和５年度業務 ４，０００，０００円 

＊この金額は単に本業務に係る予算規模を示したものであり、契約に係る予定

価格を示すものではない。 

 

３ 委託予定者の選定方法 

 公募によるプロポーザル方式 

 

４ 応募資格 

応募者は、次に揚げる資格要件をすべて満たしていること。 

なお、資格要件の確認基準日は、本業務の募集開始日とし契約締結までの期間に

資格要件を欠くような事態が生じた場合は、契約締結は行わないものとする。 

（１）国又は地方公共団体からの受託により、過去３年以内（平成３１年４月１日

以降）に本件と同様の業務を実施し、かつ、その実績を確認及び証明できる契

約を有すること。なお、実績については、現在業務実施中のものも含むものと

し、また、本社、支店又は営業所等を問わず、事業者全体としての実績を含む

ものとする。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しないこと。 

（３）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）又は会社更生法（平成１４年法律

第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、若しくは破産法（平成１６年法

律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。 

（４）綾部市暴力団等排除措置要綱（平成２３年綾部市告示第１０号）別表に掲げ

る措置要件のいずれかに該当しないこと。 
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（５）国税及び本市市税を滞納していないこと。 

（６）本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（７）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）

に抵触しないこと。 

 

５ スケジュール（予定） 

期   日 項   目 備   考 

令和４年１０月１４日（金） 募集開始 ホームページ及び公告 

令和４年１０月２４日（月） 質問書提出期限 電子メール 

令和４年１０月３１日（月） 質問書回答期限 
電子メール（必要に応

じホームページ） 

令和４年１１月１０日（木） 企画提案書等の提出期限 持参又は郵送 

令和４年１１月１５日（火） 
審査（プレゼンテーション及び

ヒアリング） 

Ｚｏｏｍによるオンラ

イン開催形式 

令和４年１１月２２日（火） 審査結果通知 郵送及び電子メール 

令和４年１２月上旬 受託者決定・委託契約締結  

  ※上記のスケジュールは、状況により変更する場合がある。 

 

６ 要領等の配付 

要領、提出書類様式及び基本仕様書の配付方法については、応募者が本市ホーム

ページからダウンロードすることとする。 

 

７ 応募方法 

（１）提出書類、様式、提出部数等 

別添２「第１０次綾部市高齢者保健福祉計画策定支援業務に関する公募型プロ

ポーザルに係る提出書類等一覧」のとおり 

（２）提出方法等 

① 提出期限：令和４年１１月１０日（木）午後５時１５分【必着】 

② 提出方法：持参又は郵送による 

※郵送による場合は、書留郵便により、提出期限までに必着のこと。 

なお、郵送により提出する旨を提出期限までに電話により連絡すること。 

③ 提出先：事務局 

〒623-8501 京都府綾部市若竹町８番地の 1 

     綾部市福祉保健部高齢者支援課企画管理担当 由良 

      TEL：0773-42-4339 FAX：0773-42-0048 

      e-mail：koreisyasien@city.ayabe.lg.jp 
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８ 審査の概要 

（１）選定方法 

提出書類の審査に加え、プレゼンテーション及びヒアリングにより、委員会に

おいて審査し、最高得点を得たものを優先交渉権者として選定する。 

（２）応募者が１者となった場合でも業者選定を実施する。 

（３）新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、プレゼンテーション及びヒア

リングはＺｏｏｍによるオンライン開催形式で行う。 

（４）実施日 

  令和４年１１月１５日（火）午前 

（５）所要時間 

  参加者ごとに約３０分間 

①  企画提案書等の説明・プレゼンテーション（２０分） 

  ② 質疑応答・ヒアリング（１０分） 

（６）審査基準 

①  審査項目・配点 

②審査項目ごとの採点基準 

配 点 
特に優れ

て い る 

優 れ て 

い  る 
普 通 やや劣る 劣 る 

１５点 １５ １２ ９ ６ ３ 

１０点 １０ ８ ６ ４ ２ 

５点 ５ ４ ３ ２ １ 

項   目 配 点 

業務実施体制 

（１５点） 

①会社概要、業務実績、業務遂行能力 ５点 

②業務を行う者の資格、経歴及び実績並びに業務実

施能力 
５点  

③プレゼンテーションにおける専門的技術力、取組

姿勢、コミュニケーション能力 
５点  

企画提案内容 

（８５点） 

①総合的な視点、実施方針及び支援体制・支援内容 １０点  
②業務の全体フロー、スケジュール １０点  

③本市の実態把握及び検証に係る手法 １５点 

④推計値算定及び次期計画期間における施策の提案 １５点 

⑤計画策定支援の方法及び具体的内容 １５点  
⑥基本仕様書に示された業務内容に対する更に優れ

た代替案、独自提案等 
１０点 

⑦見積金額 １０点 

 合   計 １００点 
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 5

（７）審査結果の通知 

  審査結果は、各応募者に対して文書及び電子メールで通知する。 

  ＊通知予定日：令和４年１１月２２日（火） 

 

９ 契約の締結 

（１）８により選定された優先交渉権者と契約締結の交渉を行う。 

（２）本プロポーザルは、優先交渉権者の選定を目的に実施するものであり、契約

後の業務内容は必ずしも企画提案内容に沿って実施するものではない。契約締

結時において、優先交渉権者と本市との協議により改めて業務の詳細を定めた

仕様書を作成するものとする。 

  ＊この場合において、契約交渉が不調となった場合は、審査結果による得点

順位の上位の者から順に、契約締結の交渉を行う。 

 

10 企画提案書等の無効 

次のいずれかに該当する場合は、提出された企画提案書等を無効とする。この場

合において、８により選定された優先交渉権者が無効となった場合は、審査結果に

よる得点順位を順次繰り上げる。 

（１）提出期限を過ぎて提出された場合 

（２）同一の者が２つ以上の提出書類を提出した場合 

（３）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（４）審査の公平性を害する行為があった場合 

（５）２の（４）の委託料上限額を超えた場合 

（６）応募資格の要件を満たさなくなった場合 

（７）提案に対して談合等、不正行為があった場合 

（８）その他委員会が不適切と認めた場合 

  

11 質問等の受付及び回答 

本業務の概要や要領、基本仕様書の内容等について、質問等がある場合は、以下

のとおり質問書を提出し、本市から回答する。 

（１）提出書類：質問書【様式５】 

（２）提出期限：令和４年１０月２４日（月）午後５時１５分【必着】 

 （３）提出方法：事務局あて電子メールによる 

（koreisyasien@city.ayabe.lg.jp） 

    ※メール送信後、事務局に送信確認の電話をすること。      

 （４）回答方法：電子メールアドレス宛ての返信メールによる 

 （５）回答期限：令和４年１０月３１日（月） 

    ※質問等の内容について電話で確認することがある。 

     （質問書には必ず電話番号を記載のこと。） 
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※必要に応じ、質問等の内容を本市ホームページで公開することがある。 

 

12 その他 

（１）提出書類の作成、プレゼンテーション及びヒアリング等、本業務のプロポ

ーザルに要する費用は、応募者の負担とする。 

（２）提出された書類等は、審査に必要な範囲において、無償で複製することが

できるものとし、応募者に返却しない。 

（３）プレゼンテーション及びヒアリングは非公開で行うが、提出書類は、公平

性、透明性及び客観性を期するため、公表することがある。 

（４）提出書類の受理後の差し替え、追加、削除等は原則として認めない。 

（５）企画提案書に記載した配置予定技術者は、原則として変更できない。ただ

し、やむを得ない理由により変更を行う場合は、同等以上の技術者であると

の本市の承認を得なければならない。 

（６）提出書類の受理後、やむを得ず応募を取りやめる場合については、辞退届

（様式任意）を必ず提出すること。 

 （７）電子メールの通信事故等について、本市はいかなる責任も負わない。 

 （８）審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。 

 

13 事務局（問い合わせ先） 

  〒623-8501 京都府綾部市若竹町８番地の 1 

  綾部市福祉保健部高齢者支援課企画管理担当 由良 

   TEL：0773-42-4339 FAX：0773-42-0048 

   e-mail：koreisyasien@city.ayabe.lg.jp 
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別添１ 

第１０次綾部市高齢者保健福祉計画策定支援業務基本仕様書 

 

１ 委託業務名 

第１０次綾部市高齢者保健福祉計画策定支援業務 

 

２ 業務の目的 

老人福祉法第２０条の８及び介護保険法第１１７条第１項に基づき策定する、第１０

次綾部市高齢者保健福祉計画（以下「第１０次計画」という。）に係る高齢者実態調査を

行うとともに、第９次綾部市高齢者保健福祉計画（以下、「第９次計画」という。）の進捗

状況の把握と現状分析等を行い、団塊の世代がすべて７５歳以上となる令和７年、更に令

和２２年を見据えた地域包括ケアシステム構築に向け、第１０次計画を策定する。 

なお、計画策定に当たっては、介護保険法等の関係法令並びに国及び京都府の定める基

本指針等の内容を整理し、本市の上位計画となる「綾部市第６次総合計画」との整合を図

り、他の部門と関連する計画等の基本方針や重点取組等を把握し、施策の方向性について

整合を図ること。 

 

３ 業務委託期間 

契約締結日から令和６年３月３１日まで 

 

４ 委託業務内容 

主な委託業務は次のとおりとする。ただし、この他必要と認められる事項については委

託者及び受託者との協議によるものとする。 

委託期間共通業務 

（１）情報収集及び情報提供 

国及び府の高齢者保健福祉制度や介護保険制度をめぐる制度改正の動向把握と課題に

ついての情報収集及び情報提供を行う。 

必要に応じ先進事例の情報収集及び情報提供を行う。 

令和４年度業務 

（１）第１０次計画に係る高齢者実態調査の実施 

調査方法、調査対象者の選定、調査項目、調査票のレイアウト等については、第９次計

画の際、実施した実態調査及び本仕様書を基本とするが、より適正、効果的な実施のため、

受託者は委託者に対し提案及び助言を行い、協議により決定するものとする。 

・「認定者・高齢者一般アンケート」 

厚生労働省が示す介護予防・日常生活圏域ニーズ調査＋綾部市独自調査 
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・「在宅介護者アンケート」 

厚生労働省が示す在宅介護実態調査＋綾部市独自調査 

※なお、綾部市独自調査は、介護保険制度及び市の高齢者保健福祉施策への意向調査な

ど市が必要とする項目（自由記載項目含む）を一体的に実施する。 

① 高齢者実態調査の企画と調査票の作成 

（ⅰ）調査方法等 

市内３圏域別に無作為抽出した対象者に調査票を郵送、回答は返信用封筒にて

回収する。（無記名で実施） 

（ⅱ）調査対象者及び標本数 

市内に居住する者合計約２,５００人程度に送付（内訳は協議により決定） 

「認定者・高齢者一般アンケート」 

→介護保険要支援認定者、事業対象者及び 65 歳以上の非認定者 

「在宅介護者アンケート」 

→介護保険要介護認定者 

※参考 令和４年３月末 

 高齢者人口：１２，０００人 要介護認定者数：２，０６４人  

要支援者認定者数：４５５人 事業対象者数：２６８人 

（ⅲ）調査期間（予定） 令和５年２月 

（ⅳ）調査票の作成【印刷は市が実施のため委託対象外】 

調査票は各調査別に作成し、電子データを委託者に提供する。 

② 調査票の送付・回収【市が実施のため委託対象外】 

③ 調査結果の集計・分析 

（ⅰ）調査票の点検、整理、データ入力、結果集計・分析（単純集計、クロス集計） 

※参考 前回調査回収率 

「認定者・高齢者一般アンケート」 ６３．４％ 

「在宅介護者アンケート」 ４９．６％ 

（ⅱ）厚生労働省が示す地域包括ケア「見える化」システム登録のためのデータ抽出及

びデータ登録 

（ⅲ）地域包括ケア「見える化」システム等を活用した分析、他市比較とそれによる課

題抽出 

（ⅳ）本市の第９次計画までの高齢者実態調査報告書の内容を踏まえた上で、第１０次

計画策定に向けての課題の抽出 

（ⅴ）第９次計画に係る高齢者実態調査結果との比較・考察 

 

令和５年度業務 

（１）第１０次計画の策定 
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① 第９次計画の検証 

（ⅰ）総論第２章「高齢者等の現状と課題」に係る現状分析と課題の整理 

（ⅱ）計画編第１章「施策の展開」に係る高齢者保健福祉事業の現状分析と課題の整理 

（ⅲ）計画編第２章「サービスの見込みと保険料」に係る介護保険事業の現状分析と課

題の整理 

（ⅳ）日常生活圏域に係る課題の整理と分析 

② 地域包括ケアシステム構築に向けた検証・助言 

令和７年、更に令和２２年を見据えた地域包括ケアシステム構築についての検証・

助言を行う。 

③ 介護保険事業数値の分析 

（ⅰ）第９次計画の介護保険給付費実績、要介護認定者数等の分析及び全国、府内にお

ける市町村比較や数値、要因の分析又は改善策の提案 

（ⅱ）地域包括ケア「見える化」システムを活用した給付分析に加え、認定結果の重度

化動向の分析、生活援助の利用者数・回数・単位数の動向分析 

④ 人口等の推計（日常生活圏域単位含む） 

地域包括ケア「見える化」システムを活用した総人口、高齢者人口、被保険者数及

び認定者数等の推計を行う。 

⑤ 介護サービス利用者等及び介護サービス必要量の推計 

国及び京都府の定める基本指針等を踏まえ、人口推計、介護サービス利用者等の推

計、給付実績、本市が実施した高齢者実態調査の結果等に基づき、介護サービス必要

量の推計を行う。あわせて、地域密着型サービス事業所の必要整備数や高齢者向け住

まいの必要数についての推計を行う。 

⑥ 地域支援事業に係る推計 

介護予防・日常生活支援総合事業や一般介護予防事業、その他地域支援事業の現状

分析を行うとともに、地域支援事業の対象者や地域支援事業費の推計を行う。 

⑦ 地域包括ケア「見える化」システムを活用した保険料額の推計 

各種推計等を活用し、また国及び京都府の定める基本指針に基づき第１号被保険

者の保険料額を推計する。 

⑧ 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業実績、ＫＤＢデータの活用 

第１０次計画案の検討に当たっては、本市における高齢者の保健事業と介護予防

の一体的な実施事業の実施状況等の情報を把握し、あわせてＫＤＢ（国保データベー

スシステム）分析データを活用する。 

⑨ 第１０次計画案の策定 

現状分析結果、綾部市高齢者対策推進協議会における意見及びパブリックコメン

ト等を踏まえ、委託者と協議を重ね、第１０次計画案を策定する。 

⑩ パブリックコメント支援 
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ホームページ掲載原稿の作成及び寄せられた意見の整理、集約等、必要な支援を行

う。 

⑪ 会議開催等支援 

計画策定に係る綾部市高齢者対策推進協議会における資料作成並びに会議への出

席（４回程度）及び議事録の作成等、会議開催に係る業務の支援を行う。 

⑫ 法改正に伴う例規整備への支援 

令和６年度に施行予定の基準条例等の改正に備え、基準省令等と比較し、現行の綾

部市の基準条例等※における法制執務上の不備等を内容精査し、必要に応じ適正な

条例改正案等の提示を行う。 

※綾部市の基準条例等  

「綾部市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」 

「綾部市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」 

「綾部市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」 

「綾部市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」 

 

５ 成果品 

（１）令和４年度業務成果品 

① 高齢者実態調査の調査結果報告書 

電子データ一式 

② 高齢者実態調査の集計、分析データ 

 電子データ一式 

（２）令和５年度業務成果品 

① 計画書 

５００部（Ａ４判印刷製本、１色刷り、１００ページ程度、表紙レザック） 

電子データ一式 

② 計画書概要版 

４００部（Ａ４判印刷製本、カラー刷り、８ページ程度）  

電子データ一式 

③ 計画書及び概要版に記載されている数値の根拠となる基礎データ等、本業務に係

わるデータ 

電子データ一式 

④ 例規整備に係る改正案 

原稿電子データ一式（ワード形式） 
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６ その他留意事項 

（１）本業務の履行に当たっては、委託者と綿密な協議及び連絡を行い進めること。 

（２）本業務の履行に当たっては、業務に精通した経験者を業務責任者とすること。また、

計画的な事務の遂行のため、業務着手前に工程表を作成し、委託者の確認を受けるこ 

と。 

（３）受託者は、個人情報の保護に関する法令及び綾部市個人情報保護条例、別記「個人情

報取扱特記事項」を遵守し、業務上知り得た個人情報等やその他の秘密を他人に漏らし

てはならない。また、業務終了後又は契約解除後も同様とする。 

（４）本仕様書に記載している業務の全部又は一部を委託者の許可なく、第三者に委託して

はならない。 

（５）本業務の履行に当たり必要となる資料等については、その都度委託者から提供する。

受託者は、提供された資料について十分な注意を払って保管し、本業務以外の目的に使

用してはならない。また、提供を受けた資料等は、契約期間終了後すべて返却する。 

（６）受託者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切委託者に帰属するものとする。 

（７）業務完了後、受託者の責めに帰すべき理由による成果品等不良箇所が発見された場合

は、受託者は速やかに委託者が必要と認める訂正、補正、その他必要な措置を行うもの

とし、これに対する経費は受託者の負担とする。 

（８）本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合は、別途協議するものとする。 
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別記    

　（基本的事項）

第１　受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による個人情報の取扱いに当

　たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

　（秘密の保持）

第２　受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしては

　ならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

　（収集の制限）

第３　受注者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集するときは、当該事

　務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければなら

　い。

　（目的外利用又は提供の禁止）

第４　受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることが

　できた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供

　してはならない。

　（複写、複製の禁止）

第５　受注者は、この契約による事務を処理するため発注者から提供を受け、又は受注者自

　らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写

　し、又は複製してはならない。

　（適正管理）

第６　受注者は、この契約による事務を処理するため発注者から提供を受け、又は受注者自

　らが収集し、若しくは作成した個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止に努め、個人情報

　の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

　（再委託の禁止）

第７　受注者は、この契約による事務を自らが行い、発注者が承諾した場合を除き、第三者

  に再委託してはならない。

　（資料等の返還等）

第８　受注者が、この契約による事務を処理するため発注者から提供を受け、又は受注者自

　らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録されたすべての資料等は、その契約完了後

　直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは

　当該方法によるものとする。

　（事故の場合の報告）

第９　受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったと

　きは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。

個人情報取扱特記事項
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 別 添 ２ 

 
 

■第１０次綾部市高齢者保健福祉計画策定支援業務に関する公募型プロポーザルに 

係る提出書類等一覧 

 

 
提 出 書 類 提出部数 記 載 事 項 、 留 意 事 項 な ど 

 

１ 

企画提案書等

届出書 

【様式１】 

正本１ ○必ず代表者印押印のこと 

２ 

業務を行う者

の資格、経歴及

び実績書 

【様式２】 

正本１ 

副本６ 

○配置予定の総括管理者及び主任担当者について、以下

の内容を記載すること 

※「総括管理者」 

総括的な責任者、管理者として中心となり本業務の遂

行にあたる者 

※「主任担当者」 

総括管理者の下で実務等を行う者 

① 実務経験年数・資格 

本業務の遂行に関連する実務の経験年数、保有資格 

② 主な実務実績 

過去３年以内（平成３１年４月１日以降）に従事した

本業務と同種・類似業務実績のうち主なもの 

③ 今回担当する業務 

 本業務の遂行に係る業務体制など 

３ 

企画提案書 

様式任意 

（Ａ４版） 

正本１ 

副本６ 

○基本仕様書の項目に基づき、下記について基本的な考

え方や具体的な実施方法、実施体制、コスト縮減手法等

を記載すること 

①総合的な視点、実施方針及び支援体制・支援内容 

②業務の全体フロー、スケジュール 

③本市の実態把握及び検証に係る手法 

④推計値算定及び次期計画期間における施策の提案 

⑤計画策定支援の方法及び具体的内容 

⑥基本仕様書に示された業務内容に対する更に優れた

代替案や独自提案等 

○横書き、長辺綴じ（両面印刷）とし、全体で２０ペー

ジ程度とすること 

○文字の大きさは１０．５ポイント以上とすること 

○企画、提案、支援内容についてはできるだけ具体的に

記載すること 

○各工程における本市と受託者の業務分担についても、

できるだけ詳細に提案すること 
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４ 

見積書 

様式任意 

（Ａ４版） 

正本１ 

副本６ 

○見積金額は、要領２の（４）の委託料上限額の範囲内

とすること 

○明細書、積算内訳書を添付のこと 

○正本には必ず日付記載、代表者印押印のこと 

５ 
会社概要書 

【様式３】 

正本１ 

副本６ 

○会社概要が分かるパンフレット、資料等があれば適宜

添付すること 

６ 
業務実績書 

【様式４】 

正本１ 

副本６ 

○過去３年以内（平成３１年４月１日以降）で、地方公

共団体における本業務と同種・類似業務実績の履行実績

を記載 

○業務実績書に記載した業務に係る契約書等の写しを添

付すること 

７ 
財務諸表 

（写し可） 
正本１ 

○直前営業年度の貸借対照表、損益計算書、利益処分に

関する書類 

８ 
登記簿謄本 

（写し可） 
正本１ ○提出日の３か月以内に発行のもの 

９ 
納税証明書 

（写し可） 
正本１ 

○法人税、消費税、本市市税について未納がないことを

証明するもの（本市市税については、本市に課税義務が

ある場合のみ） 

○提出日の３か月以内に発行のもの 

 

※提出書類のうち、７財務諸表、８登記簿謄本及び９納税証明書については、本市の指名競争 

入札参加資格審査申請において提出済みの場合は省略可とする。 
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【様式１】 

 企 画 提 案 書 等 届 出 書  

                        

令和  年  月    日  

綾部市長 山 崎 善 也  様 

 

 住 所 

 商号又は名称 

代 表 者               印 

 

第１０次綾部市高齢者保健福祉計画策定支援業務に関する公募型プロポーザルによる選定

について、企画提案書等を提出します。 

なお、当該業務に係る応募資格の要件に該当する者であること及び提出書類の内容につい

て事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

         

 提出書類 提出部数 
①  企画提案書等届出書【様式１】 正本１ 
②  業務を行う者の資格、経歴及び実績書【様式２】 正本１・副本６ 
③  企画提案書 正本１・副本６ 
④  見積書 正本１・副本６ 
⑤  会社概要書【様式３】 正本１・副本６ 
⑥  業務実績書【様式４】 正本１・副本６ 
⑦ 財務諸表 正本１ 
⑧ 登記簿謄本 正本１ 
⑨ 納税証明書 正本１ 

≪本業務のプロポーザルに係る担当者の連絡先≫ 

部 署 名  

担 当 者 氏 名  

電 話 番 号  

F A X 番 号  

E－mail アドレス  
        ※書類送付・質問回答等の連絡先となります。
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【
様
式
２
】
 

業
務

を
行
う

者
の
資
格

、
経
歴
及

び
実
績
書

 

商
号
又
は
名
称
 
 
 
 
 
 
 
 

 
令
和
４
年
１
０
月
１
日
現
在

 

役
割

 
配
置
予
定
者

 
主
な
実
務
実
績

 
（
発
注
者
、
業
務
名
、
契
約
期
間
、
契
約
金
額
、
担
当
業
務
）
 

今
回
担
当
す
る
業
務

 
現
在
手
持
ち
の
他

 
業
務
の
内
容
・
件
数

 

総
 
括

 
管
理
者

 

役
職
：

 
氏
名
：

 
年
齢
：

 
実
務
経
験
年
数
：

 
資
格
：

 

 
 

 

主
 
任

 
担
当
者

 

役
職
：

 
氏
名
：

 
年
齢
：

 
実
務
経
験
年
数
：

 
資
格
：

 

 
 

 

主
 
任

 
担
当
者

 

役
職
：

 
氏
名
：

 
年
齢
：

 
実
務
経
験
年
数
：

 
資
格
：

 

 
 

 

※
主
な
実
務
実
績
に
は
、
過
去
３
年
以
内
（
平
成
３
１
年
４
月
１
日
以
降
）
の
同
種
・
類
似
業
務
に
関
わ
る
業
務
実
績
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
※

表
が
不
足
す
る
場
合
は
適
宜
追
加
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 

公　告

175



【様式３】 

会 社 概 要 書 

令和４年１０月１日現在 
商 号 又 は 名 称  

代 表 者 氏 名  

所 在 地  

電 話 番 号  ＦＡＸ番号  
設 立 年 月 日  
貸借対照表総資本額 千円 
損 益 計 算 書 税 引 前 
当 期 利 益 

千円 

常 勤 職 員 の 数 
技術職員 事務職員 

その他の職

員 
合 計 

人 人 人 人 

主 た る 営 業 品 目  

本業務に係る部署名  

 代 表 者 氏 名  

 所 在 地  

 電 話 番 号  ＦＡＸ番号  

 取 扱 業 務  

その他特記すべき事項  

※会社概要が分かるパンフレット、資料等があれば適宜添付のこと。 
※貸借対照表総資本額、損益計算書税引前当期利益は、直前営業年度の数値を記載する

こと。 
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【
様

式
４
】

 

業
 

務
 
実

 
績
 
書

 

商
号
又
は
名
称
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
発
注
者

 
委
託
業
務
名

 
業
務
内
容

 
契
約
期
間

 
契
約
金
額
（
税
込
）

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

※
過
去
３
年
以
内
（
平
成
３
１
年
４
月
１
日

以
降
）
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
同
種
・
類

似
業
務
に
関
す
る
業
務
の
履
行
実
績
を
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。
各
々
に
係
る
契
約
書
の
写
し
な
ど
業
務
概
要
が
分
か
る
資
料
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
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【様式５】 

質  問  書  

 

令和  年  月  日  
 第１０次綾部市高齢者保健福祉計画策定支援業務に関する公募型プロポーザルについ

て、以下のとおり質問します。 

質 問 事 項 質  問  内  容 

  

 
商 号 ま た は 名 称  

代 表 者 名  

部 署 名  

担 当 者 氏 名  

電 話 番 号  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  

E－mail アドレス  
※質問内容が容易に理解できるよう、できるだけ具体的に記載してください。 
※質問書の提出は、原則として各社１回とします。 
※質問書は、令和４年１０月２４日（月）午後５時１５分まで（必着）に電子メールにより提出してください。 
※原則として、電話及び口頭による質問は受け付けません。 
※質問を受け付けたらその旨を電子メールで返信しますので、返信がない場合は電話等で確認してください。 
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綾部市公告第１１２号 

 

市有財産（土地）の売却について、一般競争入札に付することとしたので、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

 

令和４年１０月１４日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

１ 入札に付する市有財産（土地） 

 

物件 

番号 
所在地 

地目 

（登記） 

地積 

（登記） 

予定価格 

（最低売却価格） 

１ 綾部市高津町藤ノ木１９番８ 宅地 115.80㎡ 1,290,000円 

２ 綾部市味方町宮ノ上５０番１１ 宅地 308.93㎡ 7,540,000円 

３ 綾部市味方町宮ノ上５０番１４ 宅地 389.04㎡ 9,060,000円 

 

 

２ 入札参加者の資格等 

 

別紙「市有地売却実施要領（一般競争入札）」に定めるとおり。 
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綾  部  市  

市 有 地 売 却 

実 施 要 領 

（一 般 競 争 入 札） 
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一般競争入札参加要領 
 
「一般競争入札」は、広く入札参加者を募り、綾部市が定める予定価格以上で最高の価格をもって入

札した方を売買契約の相手方とするものです。 
 入札参加を希望する方は、以下の各事項をご確認の上、お申込みください。 
 
◆入札物件（土地） 

物件 
番号 所在地 地目 地積 

（実測） 用途地域 予定価格 

１ 綾部市高津町藤ノ木１９番８ 宅地 115.80㎡ 指定なし 1,290,000円 

２ 綾部市味方町宮ノ上５０番１１ 宅地 308.93㎡ 第一種住居地域 7,540,000円 

３ 綾部市味方町宮ノ上５０番１４ 宅地 389.04㎡ 第一種住居地域 9,060,000円 

 
◆入札参加者の資格等 

次のいずれかに該当する方は、一般競争入札に参加することができません。 
ア 契約を締結する能力を有しない者 
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第１項各 

号に掲げる者 
エ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当し

３年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する

者 
オ 綾部市暴力団排除条例（平成２４年綾部市条例第３７号）第２条第３号及び第４号に掲げる者 

カ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５条及

び第８条の規定による処分を受けている団体及び当該団体の役員若しくは構成員 

キ この参加要領を順守しない者 
ク 綾部市税の滞納がある者 

 
◆入札参加の申込み 

１ 申込方法 
（１） 入札参加申込書（様式１）に次の必要書類を添えて、持参又は書留郵便で送付してください。 

   ア 印鑑登録証明書 ※法人の場合は印鑑証明書 
   イ 住民票 ※法人の場合は商業・法人登記事項全部証明書 
   ウ 誓約書（様式２） 
   エ 綾部市税の滞納がないことの証明書 ※綾部市に納税義務のある方のみ 

（２） 郵送による申込みの場合、受付完了後送付する書類がありますので、８４円切手を貼付した

返信用封筒（長形３号）に宛名を記入したものを同封してください。 
（３） 落札後、共有名義での登記を希望される場合、共有者全員の氏名を申込書に記載し、全員分

の必要書類を添えてください。 
（４） 各種証明書は申込み時において１か月以内に発行されたものに限ります。 
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（５） 提出した書類は、返還できません。 
 

２ 申込期間 
令和４年１０月１７日（月）から令和４年１１月２日（水）まで ※郵送の場合は期間内必着 

  （土日祝日、年末年始等の閉庁日を除く午前９時から正午、午後１時から午後５時まで） 
 

３ 申込先 
  〒６２３－８５０１ 

京都府綾部市若竹町８番地の１ 
   綾部市役所（本庁舎東３階）建設部監理課管財担当 
 

４ 申込受付 
（１） 申込書類に不備等がある場合は受付できません。 
（２） 申込受付完了後、綾部市の受付印を押印した入札参加申込書（コピー）を渡します。この申

込書は、入札参加資格を証するものですので、入札当日必ず持参してください。 
 

５ 留意事項 
（１） 落札後の売買契約は、入札参加申込者本人と締結することになります。したがって、所有権

移転登記の名義人は入札参加申込者となり、中間省略登記には応じません。 
（２） 現地説明会は開催しませんので、申込み前に必ず各自で物件を確認してください。 
（３） 入札参加申込者が１者のみの場合は、令和４年１１月１０日（木）までを、その方への優先

売却期間とします。 
（４） 入札不調の場合又は上記（３）に該当し売買が成立しなかった場合は、令和４年１１月１４

日（月）から先着順により売却します。 
 
◆入札 

１ 日時  令和４年１１月１０日（木） 午前１０時００分から 
 

２ 場所  綾部市役所 まちづくりセンター２階 第２会議室 
 

３ 入札時に持参するもの 
   ア 綾部市の受付印押印済みの入札参加申込書 
   イ 入札保証金 
   ウ 入札書（様式３） 
   エ 封筒 
   オ 印鑑 ※申込者本人の場合は実印、代理人の場合は委任状の受任者印 

カ 委任状（様式４） ※代理人が入札する場合のみ 
   キ 筆記用具（黒又は青のボールペンか万年筆） 
 

４ 入札保証金 
（１） 入札参加者は、入札金額の１００分の５以上（１万円未満切上げ）の入札保証金を納付して

ください。 
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（２） 入札保証金は、落札者については契約保証金の一部に充当することとし、落札者以外の方に

ついては入札当日返還します。 
（３） 契約予定日までに落札者が売買契約を締結しないときは、落札はその効力を失い、落札者が

納付した入札保証金は、違約金として綾部市に帰属することになり返還できません。 
 

５ 留意事項 
（１） 入札に参加できる方は、事前に入札参加申込みした方のみです。 
（２） 入札には、入札参加申込者が直接参加してください。ただし、本人が入札に参加できない場

合は、委任状の提出により代理人による入札参加を認めます。 
（３） 入札参加者は、入札書に必要な事項を記載し、記名・押印（実印）及び封筒に封入割印の上、

入札箱に投入してください。 
（４） 入札を代理人に行わせる場合、代理人は、入札書に必要な事項を記載し、記名・押印（委任

状の受任者印）及び封筒に封入割印の上、入札箱に投入してください。 
（５） 入札者は、投入した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。 
（６） 入札に出席しなかった場合（開始時刻に間に合わなかった場合を含む。）は、棄権したものと

みなします。 
（７） 不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は災害その他入札の実施が困難な

特別な事情が生じたときは、入札を中止又は延期することがあります。 
 

６ 入札の無効 
 次のいずれかに該当する方がした入札は、無効とします。 

ア 入札に参加する資格のない者 

イ 同一人にして同じ入札に２以上の入札（他人の代理としての入札を含む。）をした者 

ウ 入札に関し連合等の不正行為をした者 

エ 金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字が識別できない入札書又は金額を訂正した入札書で入

札した者 

オ 入札関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱した者 

カ その他入札条件に違反した者 

キ 代理人の入札において、委任状を提出しない者 

ク 上記アからキに掲げるもののほか、特に指定した事項に違反した者 

 
７ 落札者の決定 
（１） 落札者は、本市が定めた予定価格（最低売却価格）以上で、最高価格をもって入札した方と

します。 
（２） 落札者となるべき同価の入札をした方があるときは、直ちに当該入札者によるくじ引きによ

り落札者を決定します。 
 
◆契約 

１ 契約の締結 
（１） 落札者が落札決定通知を受けた日から５日以内に売買契約の締結を行います。 
（２） 契約書は、綾部市の書式（別途指定）によることとし、契約書に貼付する収入印紙は、落札

者の負担とします。 
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２ 契約保証金 
（１） 売買契約締結と同時に、契約金額の１００分の１０以上（１万円未満切上げ）の契約保証金

を納付してください。ただし、入札保証金を契約保証金に充当することとしているため、その

差額が納付額となります。 
（２） 契約保証金は、売買代金に充当します。 
（３） 落札者が契約を履行しない場合、契約保証金は綾部市に帰属することになり、返還しません。 

 
３ 売買代金の支払 
売買契約締結後３０日以内に、売買代金と契約保証金との差額を納付してください。 

 
◆所有権移転 

（１） 所有権は、落札者が売買代金を完納した時点で移転します。 
（２） 権利移転の登記は、売買代金の納付後、綾部市が関係機関に嘱託します。 
（３） 登記に要する登録免許税は落札者の負担となります。 

 
◆その他 

（１） 売買物件は現状のまま引渡します。 
（２） 売買契約を締結した時点で、落札者に財産に係る危険負担が移転します。したがって、売買

契約締結後に発生した財産の破損、焼失など綾部市の責に帰すことのできない損害の負担は落

札者が負うこととなり、売買代金の減額を請求することはできません。 
（３） 売買契約締結後、売買物件の面積の不足、品質上の問題（土壌汚染、地中埋設物及び産業廃

棄物を含むが、これらに限られない。）を発見しても、売買代金の減額を請求することはでき

ません。 
（４） 売買物件の取得に伴う不動産取得税（府税）が落札者に課税されます。 
（５） 売買物件にかかわる調査（土壌調査等）は行っておりません。 
（６） 開発などに当たっては、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）、建築基準法（昭和２５年

法律第２０１号）又は条例などの法令による規制がある場合がありますので、事前に関係機関

に確認してください。 
（７） 綾部市は、建物・工作物の補修、撤去、立木の伐採、草刈などの負担及び調整は行いません。 
（８） 綾部市は、越境物があった場合について関与しませんので、落札者において処理してくださ

い。（契約後に判明した場合も同様です。） 
 

◆問合せ先 
 綾部市役所 監理課 管財担当 
  電 話 ０７７３－４２－４２７８ 

メール kanri@city.ayabe.lg.jp 
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（様式１） 

入 札 参 加 申 込 書 
 

令和  年  月  日 
 

綾部市長 様 
 
 私は、「一般競争入札参加要領」を承諾の上、入札参加申込みをします。 
 
 

申 込 者  住 所 
 
       ふりがな 

氏 名                  ㊞ 
 

       注）法人の場合は、法人名及び代表者名を記入してください。 
       注）印鑑登録印〔実印〕を使用してください。 

 
電話番号 

 
１ 入札物件（土地） 

所在地 地目 実測地積 用途地域 予定価格 

綾部市   町    番 宅地     ㎡       円 

 
２ 購入後の利用計画 
 
 
 
３ 添付書類 
ア 印鑑登録証明書 ※法人の場合は印鑑証明書 
イ 住民票 ※法人の場合は商業・法人登記事項全部証明書 
ウ 誓約書（様式２） 
エ 綾部市税の滞納がないことの証明書 ※綾部市に納税義務のある方のみ 

 ※各種証明書は申込み時において１か月以内に発行されたものに限ります。 
 

受付印 

※この欄は記入しないでください。 
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（様式２） 

誓  約  書 
令和  年  月  日 

 
 綾部市長 様 
 

住 所                   
 

氏 名                ㊞  
 

注）法人の場合は、法人名及び代表者名を記入してください。   
注）印鑑登録印〔実印〕を使用してください。          

 
私は、綾部市が実施する公有財産売却に係る入札参加に当たっては、以下の事項に相違ない旨確約の上、

この「一般競争入札参加要領」及び貴庁における入札、契約などに係る諸規程を厳守し、公正な入札をいた

します。 

もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴庁の指示に従い、当該執行機関に損害が

発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴庁に対し一切異議、苦情などは申しません。 

 

１ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する一般競争入札に参加さ

せることができない者に該当しません。 

２ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当し３年を経過しない者及びその者を代理

人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者に該当しません。 

３ 綾部市暴力団排除条例（平成２４年綾部市条例第３７号）第２条第３号及び第４号の規定に該当する者

ではありません。 

４ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５条第１項の規

定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員ではありません。 

５ 入札物件を購入したときは、これを上記３又は４に該当する者に譲渡又は貸与しません。 

６ 次に掲げる不当な行為は行いません。 

（１）正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。 

（２）入札において、その公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るた

めに連合すること。 

（３）落札者が契約を締結すること又は契約を履行することを妨げること。 

（４）契約の履行をしないこと。 

（５）契約に違反し、契約の相手方として不適当と貴庁に認められること。 

（６）入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。 

（７）社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。 

（８）天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。 

７ 綾部市の公有財産売却に係る「入札公告」、「一般競争入札参加要領」の各条項を熟覧し、これらについ

てすべて承知の上参加しますので、後日これらの事柄について貴庁に対し一切異議、苦情などは申しませ

ん。 
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（様式３） 

入  札  書 
 
 

「一般競争入札参加要領」を承諾の上、入札いたします。 
 

入札 
金額 

億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円 

         

※金額の頭に「￥」を付してください。 
※金額はアラビア数字を使用してください。 

 
 
 
 

入札物件（土地） 

所在地 地目 実測地積 用途地域 予定価格 

綾部市   町    番 宅地     ㎡       円 

 
 
 

 令和   年   月   日 
 
 

   綾 部 市 長 様 
 
 
           住 所 
 
 
           氏 名                        ㊞ 
 

注）法人の場合は、法人名及び代表者名を記入してください。          
注）代理人が入札する場合は、委任状の受任者の住所・氏名を記入してください。 
注）印鑑登録印〔実印〕を使用してください。ただし、代理人が入札する場合、  

委任状の受任者印を押印してください。                  
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（様式４） 

委  任  状 
 
 

綾 部 市 長  様 
 
 

私は              をもって代理人と定め、下記物件の入札に関する 
一切の権限を委任します。 
 

記 
 

所在地 地目 実測地積 用途地域 予定価格 

綾部市   町    番 宅地     ㎡        円 

 
 
委任期間   令和   年   月   日 から 
 
       令和   年   月   日 まで 

 
 

おって本委任状は、当事者双方の連署がなければ、委任の解除は効力なきものとします。 
 
 

令和   年   月   日 
 
 

委 任 者  住 所 
 

氏 名                   ㊞ 
 

             注）法人の場合は、法人名及び代表者名を記入してください。 
             注）印鑑登録印〔実印〕を使用してください。 

 
 
 

受 任 者  住 所 
 

氏 名                   ㊞ 

公　告

189



- 9 - 
 

売 買 契 約 書（案） 

  

  土地の売買について、綾部市（以下「売主」という。）と、○○○○○（以下「買主」という。）とは、次の

条項により売買契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 売主及び買主は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

（売買物件） 

第２条 売主は、その所有する次に掲げる物件（土地）を買主に売り渡し、買主はこれを買い受ける。 

所 在 地 番 地 目 公簿面積 実測面積(㎡) 

綾部市○○町○○ ○○番○○ 宅 地 ○○○.○○㎡ ○○○.○○㎡ 

（売買代金） 

第３条 売買代金は、金 落札価格 円とする。 

（契約保証金） 

第４条 買主は、この契約締結と同時に契約保証金として、金（落札価格の10/100以上）円を売主に納付しなけれ

ばならない。 

２ 契約保証金は、次条第２項に定める遅延利息及び第15条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない

ものとする。また、契約保証金には、利息は付さないものとする。 

３ 売主は、買主が次条に定める義務を履行したときは、第１項に定める契約保証金を売買代金に充当するものと

する。 

４ 売主は、買主が次条に定める義務を履行しないときは、第１項に定める契約保証金を市に帰属させるものとす

る。 

（売買代金の納付及び遅延利息） 

第５条 買主は、売買代金のうち前条第１項に定める契約保証金を除いた、金（落札価格から契約保証金を差し引

いた額）円を売主の発行する納入通知書により納付期限までに納付しなければならない。 

２ 買主が前項に規定する納付期限までに売買代金を支払わないときは、売主は、納付期限到来の日の翌日から納

付する日までの日数に応じ、納付すべき売買代金の額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年

法律第256号）第８条第１項に規定する遅延利息の率で計算した金額を遅延利息として徴収することができるも

のとする。 

（所有権の移転及び売買物件の引渡し） 

第６条 売買物件の所有権は、買主が売買代金（前条第２項の規定による遅延利息を含む。）の支払を完了したと

きに移転するものとし、何らの手続を要しないで引渡しを終わったものとする。 

（所有権の移転登記） 

第７条 所有権の移転登記は、前条の規定により売買物件の所有権が移転した後に、買主の請求により売主が嘱託

する。 

２ 前項の所有権の移転登記に要する費用は、買主の負担とする。 

（危険負担） 

第８条 この契約の締結の日から売買物件の引渡しの日までにおいて、売主の責めに帰すことのできない事由によ

り、売買物件に滅失、き損等の損害を生じたときは、その損害は、買主が負担するものとする。 

（契約不適合責任） 

第９条 買主は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」

という。）であるときは、引渡しの日から２年以内に売主に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害

公　告

190



- 10 - 
 

賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、売主又は買主は、相手方に対し、協議の申し入れをす

ることができる。 

（１） 修補をする場合において、売主は、買主に不相当な負担を課すものでないときは、買主が請求した方法と

異なる方法による修補をすることができる。 

（２） 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、売主は修補責任を負わない。 

（３） 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして売主の責めに帰すことができない事由によ

るものであるときを除き、買主は、売主に対し、損害賠償を請求することができる。 

（４） 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。 

（５） 本条の契約不適合により、買主が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することが

できる。 

（６） 本条の契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、修補請求、損害賠償請

求又は契約の解除のいずれもすることはできない。 

２ 前項の契約不適合について、買主は、売主に対して、代金減額を請求することはできない。 

３ 買主が本契約締結時に第１項の契約不適合を知っていたときは、売主は本条の責任を負わない。 

（用途制限） 

第10条 買主は、売買物件を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２

条第１項に規定する風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供して

はならない。 

２ 買主は、売買物件を、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号

に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）の事務所又はその他これに類するものの用に供してはならない。 

３ 買主は、売買物件を、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第５条

に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所又はその他これに類するものの用に供してはならない。 

４ 買主は、第三者に対して売買物件の売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転をするときは、前４項に規

定する義務を書面によって承継させなければならず、当該第三者に対して上記の用途の制限に定める義務に違反

する使用をさせてはならない。 

５ 買主は、第三者に対して売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は貸借権その他の使用及び収益を目

的とする権利を設定するときは、当該第三者に対して第１項から第４項までに規定する義務に違反する使用をさ

せてはならない。 

（実地調査） 

第11条 売主は、前条に定める用途制限の履行状況を確認するため、売主が必要と認めるときは実地の調査をし、

又は必要な報告を求めることができるものとし、買主は、正当な理由なくその調査を拒み、妨げ、又は報告を怠

ってはならない。 

（違約金） 

第12条 買主は、第10条及び前条に定める義務に違反した場合、売買代金の100分の30に相当する額を違約金とし

て売主に支払わなくてはならない。 

２ 前項の違約金は違約罰と解釈するものとする。 

（契約の解除） 

第13条 売主は、買主がこの契約に定める義務を履行しないときは、前条の規定にかかわらず、この契約を解除す

ることができる。 

２ 売主は、買主が第10条に定める義務に違反したとき、又は次の各号のいずれかに該当していると認められると

きは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。 

（１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支

店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をい

う。以下「役員等」という。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する
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暴力団員（以下「暴力団員」という。）であるとき。 

（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、

暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極

的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 

（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

３ 売主は、前２項の規定によりこの契約を解除した場合、買主に損害が生じてもその責めを負わないものとする。 

４ 買主は、売主が第２項の規定によりこの契約を解除した場合において、売主に損害が生じたときは、その損害

を賠償するものとする。 

（原状回復及び返還金等） 

第14条 買主は、売主が前条の規定により解除権を行使したときは、売主の指定する期日までに売買物件を原状に

回復して返還しなければならない。ただし、売主が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたとき

は、現状のまま返還することができる。 

２ 買主は、前項の規定により売買物件を売主に返還するときは、売主の指定する期日までに当該物件の所有権移

転登記の承諾書を売主に提出しなければならない。 

３ 売主は、前条の規定により解除権を行使したときは、収納済みの売買代金を買主に返還する。ただし、当該返

還金には、利息を付さない。 

４ 売主は、前条の規定により解除権を行使したときは、前項に規定するものを除き、買主が支出した一切の費用

を償還しない。 

（損害賠償） 

第15条 売主は、買主がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、第12条の規定とは別にその

損害の賠償を請求することができる。 

（返還金の相殺） 

第16条 売主は、第14条第３項の規定により売買代金を返還する場合において、買主が第12条に定める違約金又は

この契約に定める損害賠償金を支払う義務があるときは、返還する売買代金の一部又は全部と相殺する。 

（契約費用の負担） 

第17条 この契約の締結に要する費用は、買主の負担とする。 

（法令等規制の遵守） 

第18条 買主は、売買物件の法令等の規制を熟知の上、この契約を締結したものであることを確認し、売買物件を

利用するに当たっては、当該法令等を遵守するものとする。 

（管轄裁判所） 

第19条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、売主の事務所の所在地を管轄する地方裁判

所を管轄裁判所とする。 

（疑義の決定等） 

第20条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義を生じた事項については、売主買主協議の上、これを

定めるものとする。 

 

 この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、売主買主両者記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

 

 

 

 

公　告

192



- 12 - 
 

  令和  年  月  日 

 

売主   住 所   京都府綾部市若竹町８番地の１         

 

氏 名   綾部市長 山 崎 善 也  □印         

 

 

買主   住 所                          

 

氏 名                 ○印         
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　北：市道上地市場線　幅員約３．５ｍ、間口約１２．４ｍ

　東：市道高津古路ヶ谷線　幅員約５．０ｍ、間口約７．４ｍ

　南：市道高津古路ヶ谷線　間口約６．６ｍ

　南西：里道　幅員２．０ｍ、間口約８．８ｍ

　西：里道、間口約３．９ｍ

施設

電気

上水道

下水道

ガス

※特記事項

１　本物件の境界は確定されています。 （令和４年３月１７日登記済み）

２　法令による土地利用制限等について、あらかじめ関係機関にご確認ください。

３　上水道の利用に当たっては、綾部市上水道課（℡０７７３－４２－１８１５）にお問合せください。

４　下水道の利用に当たっては、綾部市下水道課（℡０７７３－４２－４２９６）にお問合せください。

５　地下埋設物調査、地盤調査及び土壌汚染調査は行っていません。

　　　

注）この調書は、土地購入希望者が現地を確認される上での参考資料です。

注）申し込まれる前に必ず現地をご確認ください。

注）この調書が現況と相違している場合は、現況が優先します。

北側市道配管　内径200㎜

交通機関
ＪＲ山陰本線　「高津駅」から約３８０ｍ

建ぺい率 ６０％

ＬＰガス取扱業者

法
令
等
に
基
づ
く
制
限

あやべ市民バス（あやバス）　「高津東」から約２８０ｍ

用途地域

非線引き都市計画区域

―

施設整備状況

事業者

小売電気事業者

綾部市上水道課

―

北側市道配管　内径200㎜

物  　件　　調　　書

最低売却価格 1,290,000円

実測面積

115.80㎡

登記面積

115.80㎡

所　在　地

物件番号１

配管等の状況 備考

綾部市下水道課

綾部市高津町藤ノ木１９番８

地　目

宅　地

接面道路の状況

その他 建築基準法第２２条区域

都市計画区域

地域地区

指定なし

容積率 ２００％

―
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　東：市道宮ノ上線　幅員約４．５ｍ、間口約１１．６ｍ

　南：市道味方住宅線　幅員約３．０ｍ～約５．５ｍ、間口約２４．６ｍ

施設

電気

下水道

ガス

※特記事項

１　本物件の境界は確定されています。 （令和４年１月４日登記済み）

２　法令による土地利用制限等について、あらかじめ関係機関にご確認ください。

３　上水道の利用に当たっては、綾部市上水道課（℡０７７３－４２－１８１５）にお問合せください。

４　下水道の利用に当たっては、綾部市下水道課（℡０７７３－４２－４２９６）にお問合せください。

５　地下埋設物調査、地盤調査及び土壌汚染調査は行っていません。

　　　

注）この調書は、土地購入希望者が現地を確認される上での参考資料です。

注）申し込まれる前に必ず現地をご確認ください。

注）この調書が現況と相違している場合は、現況が優先します。

物  　件　　調　　書

物件番号２ 最低売却価格 7,540,000円

所　在　地 地　目 登記面積 実測面積

綾部市味方町宮ノ上５０番１１ 宅　地 308.93㎡ 308.93㎡

接面道路の状況

地域地区 ―

建ぺい率 ６０％ 容積率 ２００％

その他 建築基準法第２２条区域

施設整備状況

事業者 配管等の状況 備考

小売電気事業者 ―

法
令
等
に
基
づ
く
制
限

都市計画区域 非線引き都市計画区域

用途地域 第一種住居地域

交通機関
あやべ市民バス（あやバス）　「若宮酒造前」から約２８０ｍ

ＪＲ山陰本線　「綾部駅」から約２．１ｋｍ

上水道 綾部市上水道課
南側市道配管　内径75㎜

東側市道配管　内径150㎜

綾部市下水道課 ※令和６年度供用開始予定

ＬＰガス取扱業者 ―
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　東：市道宮ノ上線　幅員約４．５ｍ、間口約１５．６ｍ

　北：市道味方住宅線　幅員約３．０ｍ～約５．５ｍ、間口約２１．５ｍ

施設

電気

下水道

ガス

※特記事項

１　本物件の境界は確定されています。 （令和４年１月４日登記済み）

２　法令による土地利用制限等について、あらかじめ関係機関にご確認ください。

３　上水道の利用に当たっては、綾部市上水道課（℡０７７３－４２－１８１５）にお問合せください。

４　下水道の利用に当たっては、綾部市下水道課（℡０７７３－４２－４２９６）にお問合せください。

５　地下埋設物調査、地盤調査及び土壌汚染調査は行っていません。

　　　

注）この調書は、土地購入希望者が現地を確認される上での参考資料です。

注）申し込まれる前に必ず現地をご確認ください。

注）この調書が現況と相違している場合は、現況が優先します。

物  　件　　調　　書

物件番号３ 最低売却価格 9,060,000円

所　在　地 地　目 登記面積 実測面積

綾部市味方町宮ノ上５０番１４ 宅　地 389.04㎡ 389.04㎡

接面道路の状況

地域地区 ―

建ぺい率 ６０％ 容積率 ２００％

その他 建築基準法第２２条区域

施設整備状況

事業者 配管等の状況 備考

小売電気事業者 ―

上水道

法
令
等
に
基
づ
く
制
限

都市計画区域 非線引き都市計画区域

用途地域 第一種住居地域

綾部市上水道課
東側市道配管　内径150㎜

北側市道配管　内径75㎜

綾部市下水道課 ※令和６年度供用開始予定

ＬＰガス取扱業者 ―

交通機関
あやべ市民バス（あやバス）　「若宮酒造前」から約２８０ｍ

ＪＲ山陰本線　「綾部駅」から約２．１ｋｍ
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現況写真（物件番号２） 
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現況写真（物件番号３） 
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綾部市公告第１１３号 
 
 
 
 次の書類は、送達を受けるべき者への送達が困難であるため、綾部市市民環境部市民・国保課に

おいて保管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 
 ここに、地方税法第２０条の２の規定により公告する。 
 
 
  令和４年１０月１７日 
 
 
                           綾部市長 山 崎 善 也 
 
 
  （以下掲示済） 
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綾部市公告第１１４号  
 
 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。  
 なお、送達すべき書類は、綾部市企画総務部税務課において保管し、送達を受けるべき

者の申出があれば交付する。  
 
 
  令和４年１０月１８日  
 
 
                           綾部市長 山 崎 善 也  
 
 
 以下掲示済 
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綾部市公告第１１５号  
 
 

綾部農業振興地域整備計画について、農業振興地域の整備に関する法律施

行令（昭和４４年政令第２５４号）第１０条の規定に該当する軽微な変更を

したので、同法（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項で準用する同法

第１２条の規定により公告し、当該変更後の計画書を次により縦覧に供する。 
 
 
 令和４年１０月２１日  
 

綾部市長 山 崎 善 也  
 
１ 縦覧期間  
 

令和４年１０月２１日以後、常時備え置くこととする。  
 
２ 縦覧場所  

 
綾部市役所 農林商工部農政課  
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綾部市公告第１１６号  
 
 

綾部農業振興地域整備計画について、農業振興地域の整備に関する法律施

行令（昭和４４年政令第２５４号）第１０条の規定に該当する軽微な変更を

したので、同法（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項で準用する同法

第１２条の規定により公告し、当該変更後の計画書を次により縦覧に供する。 
 
 
 令和４年１０月２１日  
 

綾部市長 山 崎 善 也  
 
１ 縦覧期間  
 

令和４年１０月２１日以後、常時備え置くこととする。  
 
２ 縦覧場所  

 
綾部市役所 農林商工部農政課  
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綾部市公告第１１７号 
 

橋りょう長寿命化対策事業、市道瀬尾谷線（大手小橋）橋梁補修工事に係る入札参加

資格について、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。

なお、この工事の入札は電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 
令和４年１０月２４日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０４ ９０号 
（２）工 事 名   市道瀬尾谷線（大手小橋）橋梁補修工事 

（３）工事場所   綾部市八津合町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   Ｌ＝９．６ｍ Ｗ＝４．６７ｍ 

橋梁補修工 １橋 

（５）予定工期   令和４年１１月２２日から 
          令和５年 ３月２１日まで（１２０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和４年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で土木工事のＢ等級で

登録されており、令和４年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外

措置を受けていないこと。 
（３）土木工事に係る綾部市発注工事で、令和３年１月１日から令和３年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
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（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和４年１０月２４日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は８７０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和４年１０月２７日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和４年１０月２８日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で１０月２７日については午前９時か

ら正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和４年１１月上旬に電子入札

システムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 
①期間  令和４年１１月４日（金）から 
     令和４年１１月７日（月）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和４年１１月９日（水）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行
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いません。 
 
７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和４年１１月１４日（月）午前９時から午後６時まで 

        令和４年１１月１５日（火）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は１１月１４日の午前９時から正午までと午

後１時から午後５時までと、１１月１５日の午前９時から正午までと

午後１時から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和４年１１月１６日（水）午前９時３０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
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12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 土木工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が３，５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第１１８号 
 

現年発生公共土木施設災害復旧事業、4 災第 2905 号 市道国道薬師谷線道路災害復

旧工事に係る入札参加資格について、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者

は申請してください。なお、この工事の入札は電子入札による条件付一般競争入札とし

ます。 

 
令和４年１０月２４日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０４ ９１号 
（２）工 事 名   4 災第 2905 号 市道国道薬師谷線道路災害復旧工事 

（３）工事場所   綾部市味方町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   Ｌ＝１２ｍ Ｗ＝４．３ｍ 

           コンクリートブロック積 Ａ＝５７㎡ 

           小口止 Ｎ＝２箇所 

           取付工（石積） Ａ＝１３㎡ 

           ガードレール設置・撤去 Ｌ＝１６ｍ 

           植生工（筋芝） Ａ＝８４㎡ 

           アスファルト舗装 Ａ＝６㎡ 

工事用道路（敷砂利） Ｌ＝４１ｍ 

（単費分） 

           崩土除去 Ｖ＝２８㎥ 

（５）予定工期   令和４年１１月２２日から 
          令和５年 ３月３１日まで（１３０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和４年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で土木工事のＢ等級で

登録されており、令和４年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外

措置を受けていないこと。 
（３）土木工事に係る綾部市発注工事で、令和３年１月１日から令和３年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で
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きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和４年１０月２４日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は８００円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和４年１０月２７日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和４年１０月２８日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で１０月２７日については午前９時か

ら正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和４年１１月上旬に電子入札

システムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 
①期間  令和４年１１月４日（金）から 
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     令和４年１１月７日（月）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和４年１１月９日（水）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行

いません。 
 
７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和４年１１月１４日（月）午前９時から午後６時まで 

        令和４年１１月１５日（火）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は１１月１４日の午前９時から正午までと午

後１時から午後５時までと、１１月１５日の午前９時から正午までと

午後１時から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和４年１１月１６日（水）午前９時５０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
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10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
 
12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 土木工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が３，５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第１１９号 
 

現年発生公共土木施設災害復旧事業、4 災第 2902 号 市道西山線道路災害復旧工事

に係る入札参加資格について、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請

してください。なお、この工事の入札は電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 
令和４年１０月２４日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０４ ９２号 
（２）工 事 名   4 災第 2902 号 市道西山線道路災害復旧工事 

（３）工事場所   綾部市田野町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   Ｌ＝１５．２ｍ Ｗ＝２．６～２．９ｍ 

           コンクリートブロック積 Ａ＝５９㎡ 

           小口止 Ｎ＝２箇所 

           雑工（コンクリートブロック積） Ａ＝２㎡ 

           取付工（植生土のう） Ａ＝１㎡ 

           植生工（筋芝） Ａ＝１８㎡ 

アスファルト舗装 Ａ＝７㎡ 

（単費分） 

           崩土撤去工 Ｖ＝９㎥ 

（５）予定工期   令和４年１１月２２日から 
          令和５年 ３月２１日まで（１２０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和４年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で土木工事のＢ等級で

登録されており、令和４年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外

措置を受けていないこと。 
（３）土木工事に係る綾部市発注工事で、令和３年１月１日から令和３年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
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３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和４年１０月２４日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は７２０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和４年１０月２７日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和４年１０月２８日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で１０月２７日については午前９時か

ら正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和４年１１月上旬に電子入札

システムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 
①期間  令和４年１１月４日（金）から 
     令和４年１１月７日（月）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること
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としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和４年１１月９日（水）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行

いません。 
 
７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和４年１１月１４日（月）午前９時から午後６時まで 

        令和４年１１月１５日（火）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は１１月１４日の午前９時から正午までと午

後１時から午後５時までと、１１月１５日の午前９時から正午までと

午後１時から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和４年１１月１６日（水）午前１０時１０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら
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れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
 
12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 土木工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が３，５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第１２０号 
 

道路整備事業、市道駅前宮代線舗装工事に係る入札参加資格について、次のとおりお

知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の入札は電子

入札による条件付一般競争入札とします。 
 
令和４年１０月２４日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０４ ９８号 
（２）工 事 名   市道駅前宮代線舗装工事 
（３）工事場所   綾部市幸通（別添位置図参照） 
（４）工事概要   Ｌ＝１３７．２ｍ Ｗ＝４．０～１３．５ｍ 
           アスファルト舗装工 Ａ＝６８６㎡ 
（５）予定工期   令和４年１１月２２日から 
          令和５年 ３月３１日まで（１３０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和４年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で舗装工事のＢ等級又

はＣ等級で登録されており、令和４年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有

する単体業者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等

からの除外措置を受けていないこと。 
（３）舗装工事に係る綾部市発注工事で、令和３年１月１日から令和３年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提
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出すること。 
（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和４年１０月２４日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は２３０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和４年１０月２７日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和４年１０月２８日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で１０月２７日については午前９時か

ら正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和４年１１月上旬に電子入札

システムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 
６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  令和４年１１月４日（金）から 
     令和４年１１月７日（月）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和４年１１月９日（水）午後５時までに京都府入札情報公開システ
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ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行

いません。 
 
７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和４年１１月１４日（月）午前９時から午後６時まで 

        令和４年１１月１５日（火）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は１１月１４日の午前９時から正午までと午

後１時から午後５時までと、１１月１５日の午前９時から正午までと

午後１時から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 
        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和４年１１月１６日（水）午前１０時３０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
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11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
 
12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 舗装工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が３，５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
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  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第１２１号 

 

令和４年１０月１１日に綾部市公告第１０４号で公告を行った下記の工事について、

入札公告を取り下げます。 

 

令和４年１０月２５日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

１ 工事概要 

 （１）工事番号  第５０４ ８３号 

（２）工 事 名  公共下水道管渠築造（４－１）工事 

         公共下水道関連配水管布設替（４－１）工事 

 （３）工事場所  綾部市味方町（別添位置図参照） 

 （４）工事内容   本工事は、下水道整備事業に伴う下水管渠と水量水質安定的対策

事業に伴う配水管布設替を開削工法により整備するものです。工事

区間は幹線道路及び生活道路となっているため、歩行者・車両等の

通行確保、安全対策、環境対策には万全の配慮が必要です。 

 （５）工事概要  （管渠築造） 

            管渠工 ＶＵ２００ Ｌ＝３９０ｍ 

            管渠工 ＶＵ１５０ Ｌ＝９２ｍ 

            マンホール設置工 Ｎ＝１８基 

            汚水桝及び取付管工 Ｎ＝２７箇所 

（配水管布設替） 

            配水管布設工 ＤＣＩＰ（ＧＸ）φ１５０ Ｌ＝４２５ｍ 

            配水管布設工 ＤＣＩＰ（ＧＸ）φ７５  Ｌ＝８ｍ 

            給水戸数 Ｎ＝１５戸 

            消火栓設置工 Ｎ＝３基 

            仮設配水管工 一式 

 （６）予定工期  令和４年１１月１０日から 

令和５年 ３月３１日まで（１４２日間） 

 

２ 理由 

   閲覧設計図書に不備が確認されたため、入札公告を取り下げる。 
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綾部市公告第１２２号  
 
 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。  
 なお、送達すべき書類は、綾部市企画総務部税務課において保管し、送達を受けるべき

者の申出があれば交付する。  
 
 
  令和４年１０月２７日  
 
 
                           綾部市長 山 崎 善 也  
 
 以下掲示済 
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綾部市公告第１２３号  
 
 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。  
 なお、送達すべき書類は、綾部市企画総務部税務課において保管し、送達を受けるべき

者の申出があれば交付する。  
 
 
  令和４年１０月２７日  
 
 
                           綾部市長 山 崎 善 也  
 
 以下掲示済 
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綾部市公告第１２４号 

 

 綾部農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律（昭

和４４年法律第５８号）第１３条第４項で準用する同法第１１条第１項の規定により

公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案に当該農業振興地域整備計画を変更しよ

うとする理由を記載した書面を添えて、次により縦覧に供する。 

 綾部市の住民は、令和４年１１月２８日までに、縦覧に供された農業振興地域整備

計画の変更案について、綾部市に意見書を提出することができる。 

 また、当該農業振興地域整備計画の変更案のうち農用地利用計画の変更案に係る農

用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地

利用計画の変更案に対して異議があるときは、令和４年１１月２８日の翌日から起算

して１５日以内に綾部市にこれを申し出ることができる。 

 

 令和４年１０月２８日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 縦覧期間 

自  令和４年１０月２８日 

至  令和４年１１月２８日 

                  

２ 縦覧場所 

   綾部市役所 農林商工部農政課 

 

３ 意見書の提出先、提出方法、提出に当たっての注意事項 

   提出先    綾部市役所 農林商工部農政課 

   提出方法   書面によるものとする。 

   注意事項   （１）個人の場合にあっては住所、氏名、職業を、法人の場合

にあっては、法人名、代表者名、事務所の所在地を記載す

る。 

（２）意見書の内容を公表する場合もある。ただし、特定の個

人が識別しうる場合は、公表の際に当該箇所を伏せる場合

がある。 

（３）意見書に対する個別の回答は行わず、市整備計画を公告

する際に意見の要旨及びその処理結果を併せて公告する。 

 

４ 異議の申出先、申出方法、申出に当たっての注意事項 

   申出先    綾部市役所 農林商工部農政課 

   申出方法   書面によるものとする。 

   注意事項   異議の申出は、次の事項を記載した書面に異議申出人が押印し

公　告

251



て行うこと。 

（１）異議申出人の氏名及び年齢又は名称及び住所 

（２）異議申出人に係る農用地利用計画の案に係る農用地区域

内の土地について有する所有権その他の権利の種類及びそ

の土地の所在並びにその土地について異議申出人以外の者

が有する所有権、その他の権利の種類及びその者の氏名又

は名称及び住所 

（３）異議申出に係る農用地利用計画の案の縦覧があったこと

を知った年月日 

（４）異議申出の趣旨及び理由 

（５）市の異議申出ができる旨の教示の有無及びその内容 

（６）異議申出の年月日 
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綾部市教育委員会告示第１５号 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１４条の規定

により、令和４年度第７回（１０月）綾部市教育委員会会議を次のとおり招集する。 

 

令和４年１０月２０日 

                      綾部市教育委員会        

教育長 村 上 元 良    

 

１ 日  時   令和４年１０月２４日（月）１３時３０分から 

２ 場  所   綾部市役所 教育委員会事務局（教育長室） 

３ 付議事項 

  議第２３号 綾部市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する 

規程の改正について 
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綾部市教育委員会教育長訓令甲第４号  
 
 綾部市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程の一部を改

正する訓令を次のように定める。  
 

令和４年１０月１７日  
 

綾部市教育委員会      
教育長 村 上 元 良  

 
綾部市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の  
服務に関する規程の一部を改正する訓令  

 
綾部市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程（平成２年

綾部市教育委員会教育長訓令甲第１号）の一部を次のように改正する。  
 別表の２の表（１６）の項中「産後８週間」を「産後１年」に改める。 

 

附 則  
 この訓令は、令和４年１０月１７日から施行する。 

教育委員会教育長訓令甲
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